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本報告書の趣旨 

本市では、「豊中市第四次障害者長期計画」の計画期間が平成29年度（2017年度）をもっ

て終了することから、豊中市の障害者施策を引き続き計画的に推進していくとともに、地域

包括ケアシステム・豊中モデルを推進するため、新たに平成30年度（2018年度）を初年度と

した「豊中市第五次障害者長期計画」を策定いたしました。 

本書は、この趣旨に基づき、障害者団体や各種団体の代表、保健・医療・福祉関係者、行

政関係者等で構成される豊中市障害者施策推進協議会及び豊中市障害者自立支援協議会のご

意見・ご提案をいただきながら、本市の障害者施策に関わる事業の実施状況と課題、今後の

取組等をまとめ、施策の充実・見直しについて検討を進めるため作成したものです。 

 

計画の位置づけ 

この計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として、豊中市に

おける障害者施策の基本的な計画となるもので、国や大阪府の定める計画等の内容を十分に

ふまえながら、「豊中市総合計画」の具体的な分野別計画として位置づけ、各分野の関連計

画との整合・調整を図りながら策定しています。 

 

計画の対象 

計画の推進には障害や難病の有無にかかわらず、すべての市民の理解と協力が必要となり

ます。そのため、この計画は、豊中市内で暮らし、学び、働き、活動するすべての市民を対

象とします。 

 

計画の期間 

平成30年度(2018年度)から令和5年度(2023年度)までの6年間とします。 
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計画の基本理念 

「障害を理由とする差別の解消の推進」「地域包括ケアシステムを活かした、障害のある人の地

域生活の支援」といった施策全体を通じた課題は、これまで実施してきた各施策を通じた新たな横

断的な課題であり、取組の方向性の確認や手法の見直し等を行うとともに、施策全体に対して横断

的な課題である「地域包括ケアシステムの構築」や「差別を理由とする差別の解消」等、社会動向

や新たな法整備等をふまえ施策を総合的・計画的に推進する必要があります。 

そこで、本計画では、これまでに掲げてきた考え方を受け継ぐとともに、すべての障害のある人

の地域における自立と社会参加の実現をめざして、児童福祉・高齢者福祉をはじめ行政各分野にお

ける濃密な連携のもとに、総合的・計画的な施策の推進に努めます。 

基本理念 

◆障害の有無によらず、だれもが互いを尊重しあうまち 

障害のある人もない人も、みんなが地域社会を構成する一員として尊重され、障害を理

由とする差別や障害に対する偏見のないまちをつくります。 

◆だれもが自分らしい生活を実現できるまち 

障害のある人が当たり前に自分らしい生活を主体的に選択、決定し、地域社会 

の中で質の高い生活を送り、社会参加を通じて自己実現を図れるまちをつくります。 

◆みんなで支えあい、安心して暮らせるまち 

「支える人」「支えられる人」といった固定的な捉え方から、一人ひとりが地域社会を

構成する一員として支えあい、相応の役割を担えるまちづくりを進めます。 

    また、フォーマル・インフォーマルによる多様な制度・サービスの中から最も適した

サービスを活用し、生活基盤やサービスの一層の充実を図り、だれもが住みよく地域社会

で安心して暮らせるまちをつくります。 

目 標 像 

「互いを認め支えあい、だれもが輝けるまち」 
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〔障害者長期計画の施策の体系〕 

【基本理念】  【大分類】        【中分類】       【小分類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の体系 
 

互
い
を
認
め
支
え
あ
い
、
だ
れ
も
が
輝
け
る
ま
ち 

①相談支援体制づくり 

②相談支援事業の充実 基本目標１ 
  
一人ひとりが

尊重され、 

ともに生きる

社会 

基本目標２ 
  
一人ひとりが
輝くための 
自立と社会参
加 

基本目標３ 
  
支えあい安心
して暮らせる
地域生活 

（１）相談支援 

①権利擁護の推進、虐待の防止 

②意思決定支援の推進 

③社会参加の促進 

（２）権利擁護 

①障害者差別解消法に基づく取組の推進 

②福祉教育の推進 

（３）障害者差別解消の 

取組・啓発交流 

（１）療育・教育 

①障害の早期の気づき・療育体制の充実 

②障害のある子どもの子育て支援 

③学校教育における内容の充実 

④教育施設の整備・充実 

⑤進路指導の充実 

（２）雇用・就労 

①総合的な就労支援 

②障害者雇用の促進 

③福祉的就労の場の充実 

（３）生涯学習、 

文化・スポーツ活動 

①生涯学習の充実 

②文化・スポーツ活動の推進 

（１）保健・医療 

①健康づくりの推進 

②地域における医療体制の充実 

③こころの健康づくりの推進 

④精神保健福祉に関する医療・相談

体制の充実 

⑤難病患者などへの支援 

⑥ＨＩＶ陽性者への支援 

（２）自立した生活の支援 
①在宅生活の支援 

②外出支援の充実 

③日中活動の場の充実 

④生活の場の確保 

⑤コミュニケーション支援の推進 

⑥各種制度の活用 

⑦障害者施設ネットワークの強化 

（３）生活環境 

①福祉のまちづくりの普及・促進 

②だれもが暮らしやすい居住環境の

整備・改善 

③広報・情報提供の充実 

①地域福祉活動の推進 

②人づくりの推進 

③防犯対策などの充実 

④防災・防火対策の充実 

（４）地域福祉の充実・

生活安全対策 
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温水プール２か所（二ノ切、豊島）

※『豊中市第五次障害者長期計画』に掲載している主な事業の所管課を抜粋したものです。

グリーンスポーツセンター、ふれあい緑地球技場)

グラウンド３か所(二ノ切少年球技場、

議 事 課市 議 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会

東豊中、庄内幸町、服部、高川、螢池）

野球場４か所（大門公園、豊島公園、千里北町公園、

螢池青少年運動広場、

青年の家いぶき、青少年自然の家、

読 書 振 興 課

（ 事 務 局 長 ）

少年文化館（庄内、千里）（ 教 育 監 ）

公民館４館（中央、螢池、庄内、千里）、

警 防 課消 防 局

事 務 局

福 祉 部

基 盤 整 備 課

都 市 計 画 推 進 部

こ ど も 未 来 部

地 域 共 生 課

保 険 給 付 課

健 康 医 療 部

都 市 基 盤 部

保 健 予 防 課

児 童 生 徒 課

子育て支援ｾﾝﾀｰ、児童発達支援ｾﾝﾀｰ

たちばな園、障害福祉ｾﾝﾀｰひまわり

養護老人ホーム永寿園とよなか

保 険 資 格 課

こども園26か所

こ ど も 相 談 課

学 校 施 設 管 理 課

教 育 総 務 課

母 子 保 健 課

健 康 政 策 課

こ ど も 事 業 課

市 民 協 働 部

住 宅 課

長 寿 社 会 政 策 課

長 寿 安 心 課

（保険長）

障 害 福 祉 課

環 境 部 公 園 み ど り 推 進 課

契 約 検 査 課

福 祉 指 導 監 査 課

ス ポ ー ツ 振 興 課

( 福 祉 事 務 所 分 室 )

福 祉 事 務 所

(資源循環長)

令和元年度　豊中市組織機構図
市　長 （平成31年4月1日現在）

所　管　施　設　等

副市長

都 市 活 力 部 文 化 芸 術 課

( 危 機 管 理 監 ) 危 機 管 理 課

行 政 総 務 課

学 び 育 ち 支 援 課

( 人 権 文 化 政 策 監 )

総 務 部

(人材戦略長)

都 市 経 営 部

人 事 課

ふれあい緑地）、

ふれあい緑地少年野球場）、

花とみどりの相談所

広 報 戦 略 課

生活情報ｾﾝﾀｰくらしかん、労働会館

家 庭 ご み 事 業 課

武道館ひびき、高川スポーツルーム、

文化芸術センター、ローズ文化ホール、

伝統芸能館、市民ギャラリー

庭球場４か所（豊島公園、千里東町公園、野畑、

体育館４館（豊島、柴原、庄内、千里）、

く ら し 支 援 課

教育長 事      務      局

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ３か所（中豊島、庄内、大池）

福祉会館、火葬場

図書館９館（岡町、庄内、千里、野畑、

介護老人保健施設かがやき

保健ｾﾝﾀｰ（中部、庄内、千里）

教育委員会

社 会 教 育 課

交 通 政 策 課



 

  5 

 

  
 
 

（１）人口の状況 

豊中市の総人口は、令和2年(2020年)4月現在400,737人（推計人口）で、平成17年(2005

年)より毎年少しずつ人口が増加しています。 

また、年齢別人口構成については、令和2年(2020年)4月現在の65歳以上の高齢者の割合

が25.7％（住民基本台帳人口）を占め、高齢化が着実に進みつつあります。 

 

人口総数と年齢別構成の推移 

 

※人口総数は、国勢調査及びそれに基づく各年４月１日現在の推計人口。 
※高齢化率は、住民基本台帳登録者数をもとに４月１日現在で算出。 

 

 

 

 

 

 

豊中市の現状 
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（２）障害のある人の状況 

①障害のある人の人数 

障害のある人のうち、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持して

いる人の総数は、令和2年(2020年)3月末現在で21,080人（重複所持者を含む）、人口総数に

占める障害者手帳所持者の割合は5.26％となっており、平成31年(2019年)と比較すると、

割合は若干上昇傾向にあります。 

 

各障害者手帳所持者数の推移 

13,987 14,417 14,718 14,532 14,235 14,229 14,420 
13,611 13,725 

2,510 2,623 2,750 2,766 2,875 2,978 3,099 
3,222 3,368 

2,623 2,668 2,831 3,065 3,242 3,428 3,579 3,727 3,987 

4.91 5.05 
5.17 5.17 5.16 5.21 5.31 

5.16
5.26

4.00

6.00

8.00

10.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成24年

（2012年）

平成25年

（2013年）

平成26年

（2014年）

平成27年

（2015年）

平成28年

（2016年）

平成29年

（2017年）

平成30年

（2018年）

平成31年

（2019年）

令和2年

（2020年）

精神障害者

知的障害者

身体障害者

人口総数に占める障害者手帳所持者の割合

（人） (%)

 

※各障害者手帳所持者数は、3月末現在。人口総数に占める障害者手帳所持者の割合は、国勢調査及び 

それに基づく4月1日現在の推計人口をもとに算出。 
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《身体障害のある人》 

身体障害者手帳所持者数は、令和2年(2020年)3月末現在で13,725人となっています。障

害種別ごとにみると、肢体不自由、内部障害の順で多く、年齢別には、18歳未満の人は手

帳交付者全体の1.92％にとどまり、65歳以上の人が73.88％となっています。 

障害区分別・年齢別身体障害者手帳所持者数(人) 

区  分 総 数 視覚障害 

聴 覚・ 

平衡機能

障  害 

音 声・ 

言 語・ 

そしゃく 

機能障害 

肢体 

不自由 
内部障害 

平成24年(2012年) 13,987 981 1,003 277 7,854 3,872 

平成25年(2013年) 14,417 951 1,045 282 8,161 3,978 

平成26年(2014年) 14,718 933 1,061 277 8,321 4,126 

平成27年(2015年) 14,532 886 1,070 277 8,194 4,105 

平成28年(2016年) 14,235 860 1,055 268 7,935 4,117 

平成29年(2017年) 14,229 858 1,054 267 7,849 4,201 

平成30年(2018年) 14,420 847 1,073 275 7,902 4,323 

平成31年(2019年) 13,611 823 1,017 252 7,357 4,162 

令和 2年(2020年) 13,725 841 1,031 259 7,301 4,293 

 

 

０～17歳 264 10 22 3 184 45 

18～39歳 588 45 49 13 341 140 

40～64歳 2,733 160 161 138 1,498 776 

65歳以上 10,140 626 799 105 5,278 3,332 

※各年3月末現在。 

身体障害者手帳所持者数の推移 

13,987 14,417 14,718 14,532 14,235 14,229 14,420 13,611 13,725

3.59
3.69 3.75

3.69
3.61 3.59

3.63

3.42
3.42

3

3.5

4

0

5,000

10,000

15,000

平成24年

（2012年）

平成25年

（2013年）

平成26年

（2014年）

平成27年

（2015年）

平成28年

（2016年）

平成29年

（2017年）

平成30年

（2018年）

平成31年

（2019年）

令和2年

（2020年）

身体障害者手帳所持者 人口総数に占める障害者手帳所持者の割合

(%)
（人）

※各年3月末現在。人口総数に占める障害者手帳所持者の割合は、国勢調査及びそれに基づく4月1日現在の推計人口       

をもとに算出。 
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《知的障害のある人》 

療育手帳所持者数は、令和2年(2020年)3月末現在で3,368人と増加傾向にあります。 

障害程度別では、重度であるＡが全体の45.16％を占めて多く、年齢別には、18歳未満の

人が44.27％、18歳以上の人が55.73％の割合になっています。 

等級別・年齢別療育手帳所持者数(人) 

 総数 Ａ Ｂ１ Ｂ２ 

平成24年(2012年) 2,510 1,325 554 631 

平成25年(2013年) 2,623 1,365 573 685 

平成26年(2014年) 2,750 1,395 608 747 

平成27年(2015年) 2,766 1,386 600 780 

平成28年(2016年) 2,875 1,416 600 859 

平成29年(2017年) 2,978 1,428 625 925 

平成30年(2018年) 3,099 1,456 643 1,000 

平成31年(2019年) 3,222 1,492 667 1,063 

令和 2年(2020年) 3,368 1,521 691 1,156 

 

 

０～17歳 1,491 558 294 639 

18～39歳 989 441 196 352 

40～64歳 761 449 155 157 

65歳以上 127 73 46 8 

※各年3月末現在。 

療育手帳所持者数の推移 

2,510
2,623

2,750 2,766
2,875

2,978
3,099

3,222
3,368

0.64 
0.67 0.70 0.70 

0.73 
0.75 

0.78 
0.81 

0.84 
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0.40
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（人） (%)

 
※各年3月末現在。人口総数に占める障害者手帳所持者の割合は、国勢調査及びそれに基づく 

4月1日現在の推計人口をもとに算出。 
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《精神障害のある人》 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和2年(2020年)3月末現在で3,987人と増加傾向に

あります。また、自立支援医療（精神通院）の受給者数は、令和2年(2020年)3月末現在で

7,763人となっています。 

等級別・年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数(人) 

 総 数 １ 級 ２ 級 ３ 級 

平成24年(2012年) 2,623 403 1,775 445 

平成25年(2013年) 2,668 373 1,823 472 

平成26年(2014年) 2,831 362 1,956 513 

平成27年(2015年) 3,065 362 2,102 601 

平成28年(2016年) 3,242 319 2,223 700 

平成29年(2017年) 3,428 317 2,296 815 

平成30年(2018年) 3,579 292 2,379 908 

平成31年(2019年) 3,727 286 2,359 1,082 

令和 2年(2020年) 3,987 291 2,452 1,244 

 

 

０～17歳 109 6 26 77 

18～39歳 895 26 491 378 

40～64歳 2,267 127 1,466 674 

65歳以上 716 132 469 115 

※各年3月末現在。 

自立支援医療（精神通院）受給者数 (人) 

 総 数 

平成24年(2012年) 4,925 

平成25年(2013年) 5,406 

平成26年(2014年) 5,821 

平成27年(2015年) 6,082 

平成28年(2016年) 6,591 

平成29年(2017年) 6,874 

平成30年(2018年) 7,058 

平成31年(2019年) 7,442 

令和2年(2020年) 7,763 

 

０～17歳 112 

18～64歳 6,035 

65歳以上 1,616 

※各年3月末現在。 
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精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
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※各年3月末現在。人口総数に占める障害者手帳所持者の割合は、国勢調査及びそれに基づく 

4月1日現在の推計人口をもとに算出。
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《難病患者》 

難病にかかっている人のうち、特定医療費（指定難病）受給者証の申請受付数の状況を

みると、平成24年度の2,810件から令和元年度の3,617件へと年々増加する傾向にあります。 

 

 

特定医療費（指定難病）受給者証申請受付数(件)  

 総数 新規申請 更新申請 

平成24年度 2,810 427 2,383 

平成25年度 3,001 465 2,536 

平成26年度 3,135 434 2,701 

平成27年度 3,371 644 2,727 

平成28年度 3,553 598 2,955 

平成29年度 3,711 548 3,163 

平成30年度 3,528 518 3,010 

令和元年度 3,617 539 3,078 

※各年度末現在。 

※一人で複数疾患をもつ場合は延べ件数としている。また、一人で同じ年度に新規＋更新 

申請している場合があるので、受付申請数＝患者数ではない。 

※平成27年1月難病法施行 
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②支援学級・支援学校の進路状況と卒業生見込み 

市立中学校支援学級及び大阪府立支援学校（高等部）において、平成31年(2019年)3月に

卒業した生徒の進路状況と令和2年(2020年)以降の卒業生の見込みは、下表のとおりです。 

 

市立中学校支援学級・支援学校(高等部)卒業生の進路状況(人) 

令和2年(2020年)3月 

進 路 
市立中学校 

支援学級卒業生 

支援学校（高等部）卒業生 

合 計 豊中支援学校 箕面支援学校 

進 学 109 0 0 0 

就 労 0 2 1 1 

就労移行支援 0 2 2 0 

就労継続支援Ａ型 0 0 0 0 

就労継続支援Ｂ型 0 7 7 0 

生活介護 0 17 12 5 

自立訓練 0 9 9 0 

訓練校 0 3 3 0 

その他 1 0 0 0 

計 110 40 34 6 

※市立中学校については豊中市教育委員会、支援学校は両支援学校の協力による。 

※支援学校（高等部）卒業生は豊中市在住生徒を計上している。 

 

卒業生見込み(人) 

時 期 
市立中学校 

支援学級 

支援学校（高等部） 

合計 豊中支援学校 箕面支援学校 

令和3年(2021年)3月 103 42 35 7 

令和4年(2022年)3月 152 37 31 6 

令和5年(2023年)3月 148 37 32 5 

※市立中学校については豊中市教育委員会、支援学校は両支援学校の協力による。 

※支援学校（高等部）卒業生は豊中市在住生徒を計上している。 
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（３）障害のある人の人数についての今後の見通し 

豊中市の人口総数（住民基本台帳人口ベース）と各障害者手帳所持者数の近年の実績値

に基づき、「豊中市第五次障害者長期計画」の最終年度の手帳所持者数の推計を行いました。 

障害のある人のうち、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持して

いる人の総数は、平成35年度(2023年度)には20,647人（重複所持者を含む）となり、人口

総数に占める障害者手帳所持者の割合は5.21%になるものと見込まれます。 

各障害者手帳所持者数の推移と今後の見通し 

 
【推計方法】 

①令和5年度(2023年度)の将来人口（見込）については、豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略において算出され

た将来人口から算出した。 

②平成25年(2013年度)から平成28年度（2016年度）の３月末現在の各障害者手帳所持者数と同時期の豊中市全体の人

口（住民基本台帳人口ベース）をもとに、障害者手帳ごとに出現率を算出した。 

③上記①令和5年度(2023年度)の将来人口に、②出現率を乗じて、障害者手帳ごとの所持者数を算出し、これを推計

値とした。なお、出現率は平成25年度(2013年度)から平成28年(2016年)の出現率の平均値を採用した。 

 

 

 

 

 



一人ひとりが尊重され、ともに生きる社会

（１）相談支援

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

1
障害福祉サービス窓
口受付事務

○各手当や障害福祉サービスの受付を行うとともに､必要
に応じて相談支援につなげ､サービスの適正・円滑な実施
に努めます。
○身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉
手帳の申請や手当、障害福祉サービスの受付や相談支
援を行い、利用者の福祉の向上を図ります。また、大阪府
障害者スポーツ大会及び施設使用減免の受付も行いま
す。

窓口受付件数 - 27,366件 適切な窓口応対に努めました。
各種手帳の申請や手当、障害福祉
サービスの受付や相談支援を行い、
利用者の福祉の向上を図りました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

2 相談支援事業
○障害のある人が安心して地域生活を送れるよう必要な
支援を行います。

市委託
相談支援
事業所数

- ７か所
ネットワークの構築と、相談員のスキ
ルアップに取り組みました。

多機関連携について、より効果的な体
制構築が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

3
サービス等利用計画
作成

○障害のある人などの自立した生活を支え、障害のある
人などの抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け
てケアマネジメントによりきめ細かく支援します。
○「サービス利用支援」として支給決定または変更の前に
サービス等利用計画案を作成し、支給決定または変更後
に「継続サービス利用支援」としてサービス事業者などと
の連絡調整、モニタリングなどを行います。

延利用人数 - -

生活全般の相談や情報提供、サービ
ス利用計画の作成、サービス担当者
会議の開催、サービス事業者との連
絡調整、モニタリング等を行いました。

相談支援事業所へのニーズは高く、
市内の事業所の増加が求められま
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

4 障害者相談支援事業

○身体障害者相談員、知的障害者相談員、精神障害者
相談員がそれぞれの立場に立って、各手帳の取得や障害
のある人の身近な問題についていろいろな相談に応じた
り、必要な支援を行います。

相談件数 ２５件 42件
相談員が行政機関等と連携し、相談
活動を行うことにより、適切な対応を
行いました。

担い手の減少、相談員の連携が課題
です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

5 相談事業

○障害のある人やその家族の悩みや相談に対し、福祉・
教育・療育・就労・地域生活などの分野で、本人のライフス
テージをふまえ総合的な相談や助言・情報提供を行いま
す。

相談件数 3,000件 767件

障害のある人やその家族の悩みや相
談に対し、福祉・教育・療育・就労・地
域生活などの分野で、本人のライフス
テージをふまえ総合的な相談や助言・
情報提供を行いました。
基幹相談支援センターやこども相談課
とも情報共有をしながら、連携を取っ
て事業を進めました。

連携の具体的な進め方や調整の仕
方、日常業務の中での情報共有の方
法などが課題です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

6
障害者基幹相談支援
センター事業

○障害のある人やその家族の悩みや相談に対し、本人の
ライフステージをふまえ総合的な相談や助言・情報提供を
行います。合わせて市域の相談支援事業所に対しては、
学識経験者のスーパーヴァイズや法律相談といったバッ
クアップ機能を強化します。

相談件数 3,000件 2,978件

様々な相談に対して、助言、情報提供
を実施するとともに、市域の相談支援
事業所に対しては学識経験者のスー
パーヴァイズや法律相談といったバッ
クアップを行いました。

生活圏域を意識した体制の構築が課
題です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

今後の取組
多機関連携や生活圏域を意識した相談支援体制の再構築を検討します。
「コロナこころのケアダイヤルとよなか」を設置し、専門相談員を配置してこころのケア相談事業を拡充します。

基本方針
障害種別や施策分野に応じた専門的な相談機能の充実を図り、身近な地域における相談支援体制づくりに努めていくため、相談支援の質の向上及び相
談窓口の周知を図っていきます。

令和元年度の
特徴的な取組

基幹相談支援センターにおいて、様々な相談に対し助言や情報提供を実施するとともに、市域の相談支援事業所に対して学識経験者のスーパーヴァイズ
や法律相談といったバックアップを行いました。

中分類に
おける課題

多機関にわたる課題や既存の制度の狭間に対応するため、様々な分野と連携体制を構築する仕組みが必要です。

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

7 精神保健福祉相談

○精神疾患の予防や精神障害のある人の早期治療の促
進、必要な治療の継続、社会復帰及び自立と社会経済活
動への参加の促進を図ります。
○精神保健福祉士、保健師、精神科医などが、保健所
内・外の面接、電話、家庭訪問などで、本人・家族・支援者
などからの相談に応じ、医療や福祉など各種社会資源に
関する情報提供や、関係機関への紹介、ケースワークな
どを行います。

相談延件数 6,500件 5,344件

市民、関係機関への相談窓口の周知
に努めました。
また、「豊中市メンタルヘルス計画」実
施計画に基づき多機関・多職種協働
で相談事業を含むメンタルヘルス対策
の総合的かつ計画的な取り組みを推
進しました。

市民や関係機関からの相談件数は横
ばいで推移しています。様々な分野で
メンタルヘルス問題への対応はあるた
め、多分野多職種が適切な対処をで
きるように市民や関係者のリテラシー
向上への取り組みは継続する必要が
あります。

健
康
医
療
部
・
保
健
予
防

課

8
聴覚障害者福祉指導
員の設置

○障害福祉センターひまわりにおいて、聴覚障害のある
人に関する各種の福祉相談・生活相談を行い、必要に応
じて訪問による支援・情報提供を行います。

相談・対応
件数

－ 489回

聴覚障害者福祉指導員を設置し、福
祉相談や生活相談に応じました。手話
通訳者と連携をしながら実施しまし
た。

障害特性に応じた情報発信や提供が
必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

9
保健・福祉・子育て
サービス「話して安
心，困りごと相談」

○相談先がわからない場合や複雑多様な福祉課題を抱
えた市民の相談に対して、各専門相談窓口をはじめ、総
合受付や市民相談との連携を強化し、適切な窓口の案内
や利用者本位のサービスにつなげることを目的とします。
・健康福祉サービス苦情調整委員会窓口に愛称「保健・福
祉・子育てサービス『話して安心，困りごと相談』」を付加
し、相談先がわからない場合などに適切に対応する健康
福祉分野における総合相談を行います。

相談件数 － 113件

相談先がわからない相談についても
聞き取りを行い、担当課あるいは必要
な情報に迅速につなぐことができまし
た。

市民自らが内容に応じた各相談窓口
にたどりつけるようにするため、情報
発信の手段や表現を工夫・改善する
必要があります。

福
祉
部
・
地
域
共
生

課

（２）権利擁護

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

10 障害者虐待防止事業

○障害のある人への虐待を防止し、権利を擁護するため
障害者虐待防止センターを設置します。
・障害者虐待防止法で市町村に設置が求められた障害者
虐待防止センターを設置し、相談や通報の受付、啓発活
動を行う拠点とします。

相談件数 － 102件

地域における関係機関等の協力体制
を図り、障害者虐待の未然防止、早期
発見、迅速な対応やその後の適切な
支援を行うことができました。

今後、特に予防に向けた取組が一層
求められます。

福
祉
部
・
障
害
福

祉
課

11
成年後見制度利用支
援事業

○判断能力が不十分な人に代わって、市長が法定後見等
開始審判の申立を行うことにより福祉の増進を図ります。
・対象者に対し審査を行い、市長が申立を行うのかどうか
を判断し、申立手続きを行います。

市長申立件数 － ０件
令和元年度について、障害福祉から
の市長申立はありませんでした。

引き続き、制度の周知、啓発を行いま
す。

福
祉
部
・
障
害
福

祉
課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度
令和元
年度
担当課

中分類に
おける課題

継続した市民後見人候補者の養成および受任者へのサポート体制の充実が必要です。
障害の有無に関わらず、あらゆる人が公平に選挙権を行使することができるための配慮が必要です。

今後の取組
引き続き市民後見人オリエンテーション・養成講座を実施するとともに、市民後見人の受任調整を行います。
車いす利用者用投票記載台および点字器を全投票所に設置するとともに、年２回を目標に障害者団体等と連携した選挙の啓発講座を実施します。

基本方針
サービス利用をはじめ、障害のある人の意思決定を支援するため、成年後見制度の利用促進等の権利擁護の推進に取り組むとともに、障害者虐待の防
止及び虐待通報等に対し適切に対応します。
また、政策決定の場への参画等、障害のある人個々の個性、有する知識・技能・体験等を豊中市全体や各地域のまちづくりに最大限活かしていきます。

令和元年度の
特徴的な取組

地域における関係機関等の協力体制により、障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応やその後の適切な支援を行うことができました。
成年後見サポートセンターを開設し、成年後見に関する相談対応のほか、広報や市民後見人養成等を実施しました。また、2件の市民後見人受任ができ
ました。
出前講座を活用し、成年後見にかかる市長申し立ての仕組みについて市民への理解を深めることができました。
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

12
豊中市成年後見等審
判請求申立審査会

○判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害のある
人、精神障害のある人の保護、支援することを目的としま
す。
・成年後見制度において判断能力が不十分な認知症高齢
者、知的障害のある人、精神障害のある人に対して行う
市長申立について、申立の可否や申立の種類などを検討
します。

申立件数 － 16件

・定例の審査会を開催し、迅速な申し
立てにつなげることができました。
・出前講座を活用し、市長申し立ての
仕組みについて市民の理解を深める
ことができました。

成年後見制度の利用を進めるため、
広報・周知が課題です。

福
祉
部
・
地
域
共
生

課

13 市民後見人事業

○急速な高齢化や障害のある人の地域移行が進むな
か、福祉サービスに対するニーズが増加し、親族後見や
専門職による成年後見の活動だけで対応していくことは困
難な状況です。こうした課題に対応していくには、市民の
立場から権利擁護に参画できる仕組みを構築し、地域に
定着させていく必要があります。
○豊中市で「市民後見人」の養成に着手し、その活動を支
える仕組みづくりに取り組み、持続可能な地域福祉のセー
フティネットの構築を目的とします。
・市民後見人の養成、受任調整、
市民後見人登録者へのサポートを行います。

登録者数 36人 27人

・成年後見サポートセンターを開設し、
成年後見制度に関する相談対応のほ
か、広報や市民後見人養成等を実施
しました。
・市民後見人オリエンテーション・養成
講座（基礎）を実施しました。
・2件の市民後見人受任ができました。

継続した市民後見人候補者の養成と
受任者へのサポート体制の充実が必
要です。

福
祉
部
・
地
域
共
生
課

14
選挙権行使に対する
支援

○選挙権行使に対する支援を行います。
・点字投票、代理投票、郵便などによる不在者投票・代理
記載制度、投票所の設備（車いす用の記載台、スロープ
など）、候補者情報（点字版・朗読テープ）の入手など。

①車いす利用
者用投票記載
台設置状況
②点字器の設
置

- ①②100%
・車いす利用者用投票記載台を全投
票所に設置しました。
・点字器を全投票所に設置しました。

故障時には必ず修繕等を行い全投票
所設置を維持します。
あらゆる人が選挙権を行使することが
できるための配慮が必要です。

選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局

15 市議会傍聴の支援
○市議会本会議の代表質問・個人質問において、希望者
に対して手話通訳、要約筆記（ノートテイク）を行います
（事前連絡が必要）。

実施件数 - -
希望者がいれば手話通訳、要約筆記
を行いますが、本年度は希望者はい
ませんでした。

利用希望者への周知

市
議
会
事
務

局

16
健康福祉サービス苦
情調整委員会

○健康福祉サービスの苦情調整を行うことにより、サービ
ス利用者の権利擁護とサービス提供事業者の質の向上
を図ります。
○健康福祉サービスの利用者などからサービス提供に関
する苦情について公正かつ中立的な立場で解決を図りま
す。
○複雑な相談内容に対応できるよう、よりいっそう総合的
かつ横断的な苦情・相談体制の構築を図ります。また、窓
口に愛称「話して安心，困りごと相談」を付加し、相談しや
すい環境づくりをするとともに、窓口の周知啓発に取り組
みます。

苦情相談件数 50件 36件
事業者・利用者間で円滑な意思疎通
ができるよう、場と機会の設定及び助
言を行いました。

認定こども園等の児童福祉サービス
についても相談できることを周知して
いく必要があります。

福
祉
部
・
地
域
共
生
課

（3）障害者差別解消の取組・啓発交流

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

17
障害者差別解消支援
地域協議会

○障害者差別解消法第17条第１項の規定に基づき、医
療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連
する分野の事務に従事するものを委員とし、豊中市の区
域において行う障害を理由とする差別に関する相談対応
及び当該相談に係る事例をふまえた障害を理由とする差
別を解消するための取組を行います。

①代表者会議
開催
回数
②代表者会議
で委託された
差別・合理的
配慮不提供の
事例の件数

―
①2回
②11件

・代表者会議を開催し、障害のある人
への差別事例や合理的配慮の不提供
の事例について共有するとともに、差
別を解消するための取組みについて
意見交換をしました。
・ケース検討会議を試行的に実施しま
した。

代表者会議およびケース検討会議に
おいて差別事例や合理的配慮の不提
供事例について委員とともに検討する
ことで、障害者差別についてより理解
を深めました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

中分類に
おける課題

障害者差別解消法について、依然として市民の認知度が低いため、引き続き周知、啓発を図るとともに事例収集の手法を検討する必要があります。
障害のある人への理解をさらに広げるため、情報発信の手法を工夫する必要があります。

今後の取組
障害者差別解消支援地域協議会において、ケース検討会議を本格実施します。
令和元年度に策定した「豊中市手話言語アクションプラン」に基づき、手話への理解、啓発を進めます。

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度
令和元
年度
担当課

基本方針

障害の有無にかかわらず、すべての人が尊重される社会をめざしていくため、障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別の解消に向けて着実に
取組を進めます。
また、障害のある人をはじめとするすべての人が、互いの個性や違いを尊重しあいながら、住み慣れた地域で安心して生活し、また社会への主体的な参画
が果たせるよう、きめ細やかな啓発・広報活動や学校・社会教育の場における共生の教育、障害のある人と障害のない人が日常的に交流する機会の創出
などを通じて、障害や障害のある人に対する地域の人々の正しい理解と認識を深めていきます。

令和元年度の
特徴的な取組

障害者差別支援地域協議会において、少人数でのケース検討会議を試行実施し、差別事例や合理的配慮の不提供事例について委員とともに検討する
ことで、障害者差別についてより理解を深めました。
豊中市啓発活動委員会とともに、講演会、映画上映やパネル展等のイベントを実施しました。
「豊中市手話言語アクションプラン」を策定しました。
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

18 啓発活動

○障害のある人についての関心と理解を深めるとともに、
障害のある人が社会、経済、文化、その他あらゆる分野
の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、市内の障
害者団体や障害福祉サービス事業所などで組織する「豊
中市障害者啓発活動委員会」とともに、次の事業を行いま
す。
・共感的・効果的な啓発のあり方検討
・障害者週間（12月３日から９日）に啓発用のぼりの設置
や車体幕の掲示など
・啓発DVD作成、講演会実施等
○府内自治体・障害者団体・地域団体により構成された
大阪ふれあいキャンペーン実行委員会に参加し、啓発関
係事業を行います。

①延事業
参加者数
②事業参加者
中理解が進ん
だ人の割合
（各回平均）

①400人
（市民の
0.1％）
②50％以
上

①245人
②79％

・豊中市障害者啓発活動委員会ととも
に、「地域の中で、障害のある子ども
への理解とサポート」、「精神障害者の
過去と現在（いま）を知る～わたしたち
がいまできることは何か～」の講演会・
映画上映、障害者啓発パネル展、素
のままフェスタの計4回のイベント・講
演会を開催しました。

・講演会等を通して、障害への理解が
進んだと感じました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

19
出前講座を通じた障
害者理解の促進

○障害及び障害のある人への市民の理解を深めるため、
学校の授業や地域の学習会に積極的に出向きます。
○市民からの要請に応じ、身体障害、知的障害、発達障
害、精神障害に関する出前講座を行います。

①延参加
者数
②身体障害、
知的障害、発
達障害、精神
障害に関する
講座実施件数

①4,000人
②35件

①3,100人
②20件

職員が障害の特性や支援方法を伝え
ることにより、市民の障害に対する理
解と支援を深めることにつながりまし
た。

職員が出向き、障害特性やその支援
方法などを伝え、障害への理解を深め
ることは、今後も必要です。市民に分
かりやすい提供方法や「我がごと」とし
て視点を持ってもらえるようにすること
が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

19
出前講座を通じた障
害者理解の促進

○障害及び障害のある人への市民の理解を深めるため、
学校の授業や地域の学習会に積極的に出向きます。
○市民からの要請に応じ、身体障害、知的障害、発達障
害、精神障害に関する出前講座を行います。

①延参加
者数
②身体障害、
知的障害、発
達障害、精神
障害に関する
講座実施件数

①4,000人
②35件

①2,775人
②14件

市民からの要請に応じて、障害者へ
の理解と支援などに関する出前講座
を実施しました。

小・中学校の児童・生徒を中心に、障
害についての正しい理解と支援のポイ
ントなどについてお話しすることで、理
解を広めることができました。

都
市
経
営
部
・
広
報
戦
略

課

20 情報発信
○障害のある人への市民の理解を広げます。
○市広報誌や市ホームページなどでの情報発信を担当課
と連携しながら積極的に行います。

市広報年間掲
載回数

－ ―

・障害者差別解消法の啓発のため、
指定事業者・施設に集団指導にて研
修を実施しました。
・啓発活動委員会で企画されたイベン
トについて広報誌等を通じて周知・啓
発を実施しました。
・手話言語アクションプランを策定しま
した。
・広報誌のひゅうまん通信にて、障害
のある人への理解に関する記事を掲
載しました。

・障害者施設の建設に伴い、近隣住民
による反対などがあることから、障害
のある人への理解をさらに広げるため
の情報発信の手法を工夫する必要が
あります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

20 情報発信
○障害のある人への市民の理解を広げます。
○市広報誌や市ホームページなどでの情報発信を担当課
と連携しながら積極的に行います。

市広報年間掲
載回数

－ -
市公式ホームページをアクセシビリ
ティに留意して運用しました。
広報誌の発行と配付を実施しました。

「みんなの公共サイト運用ガイドライン
（2016年版）」に基づき、市公式ホーム
ページだけでなくすべてのウェブコンテ
ンツにおいてアクセシビリティの取組
みがより求められます。

都
市
経
営
部
・
広
報
戦
略

課

21 人権研修・講演会等

○図書館活動全般を通じて、障害者差別をはじめとした
人権問題についての資料を収集、提供するとともに、幅広
い市民が関心を持って参加し、学習のきっかけとなるよう
な人権についての講演会及び職員を対象とした人権研修
などを実施します。

人権に関わる
講演会・
パネル展等の
開催実施
回数

12回 9回

長期的・継続的に取り組むべき課題と
して、様々な催しを通じ市民と職員が
ともに人権について考える機会となり
ました。
・全体職員研修では、庁内講師出前
研修制度を利用して人権政策課職員
を招き「豊中市における多文化共生の
取組みについて」を実施しました。

若い世代の方にも関心をもってもらえ
るような内容の講演会を行いました
が、20～30歳代の参加人数は少な
かったので、幅広い世代が経験し、共
感できるような効果的な人権教育・啓
発の取り組みを行う必要があります。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
読

書
振
興
課

22 市主催研修

○各職階や経験年数など、職場、業務に応じて果たすべ
き役割や行政課題を理解し、人権尊重の視点を基本とし
ながら、めざすべき姿勢、行動をとっていけるよう、必要な
意欲・能力の向上を図ります。
○新規採用職員研修、新任課長級職員研修などの階層
別研修や課題別研修、職場における人権研修の推進に
向けた研修などを実施します。

受講率 37% 32%

階層別研修や職場における人権研修
の実施を通じて、障害者分野をはじ
め、さまざまな人権課題への理解等を
深める研修実施に取り組みました。
また、新任者研修のカリキュラムの一
環として、「障害者差別解消法」及び
「豊中市職員対応要領」の内容に触
れ、法の主旨と、障害者への合理的
配慮について理解を深めました。

人権感覚を磨くとともに、人権尊重の
視点で職務に臨む姿勢や行動に必要
な意欲・能力の向上につながりまし
た。
目標とする受講率の向上に向けた工
夫が必要です。

総
務
部
・
人
事
課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

23 公民館講座

○市民を対象に、障害者差別をはじめとした人権、環境、
子育て、まちづくりなど、現代的課題や地域課題に関する
学習の機会を提供し、地域の教育力の向上と住みよい地
域社会づくりに貢献します。
○中央、蛍池、庄内、千里の各公民館で実施します。

①開催回数
②参加者
満足度

①300回
②90％

①157回
②92％

人権啓発事業の一環として、発達障
害をテーマとした講座を開催するな
ど、現代的課題・地域課題に対応する
講座を実施しました。

現代的課題、地域課題に即応する講
座に取り組むにあたり、関係部局・団
体との連携を密にする必要がありま
す。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
中
央

公
民
館

一人ひとりが輝くための自立と社会参加

（１）療育・教育

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

24
認定こども園等教育・
保育推進事業

○集団保育を通して、お互いに認めあい、支えあって豊か
に生きる「共に育つ」を基本とした障害児保育を行うことを
目的に研修会を開催します。
○保育観察を通して保護者の相談を受け、保育内容、か
かわりの見直し等の取組を進めます。

障害児保育研
修会の参加施
設割合

60%

公立・民間合
同研修
50.9％

公立こども園
障害児保育交
流会96.2％

「発達障害児の特性やかかわり方に
ついて」というテーマで、公立・民間園
合同研修を行いました。また、公立の
障害児保育担当者による障害児保育
交流会を3回連続講座として行い、より
実践的な意見交流を深めることができ
ました。
保育観察では、発達の専門家より各
施設の職員・保護者がアドバイスや相
談を受け、子どもへのかかわり方につ
いて学ぶ機会となりました。

各園で実践する障害児保育につい
て、公立・民間ともに共通理解をもって
展開していけるよう、研修のもち方に
ついては引き続き検討していきます。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も

事
業
課

25
認定こども園等教育・
保育推進事業

○障害児の優先入園を行うとともに、集団保育の中で子
ども一人ひとりの実態を把握し、状況に応じた配慮を行い
ながら障害児教育の取組を進めます。

優先入園枠で
入った障害の
ある在籍園児
数

― 305人

公立・民間園において、「共に育つ」を
基本とした教育・保育を実践しました。
各施設より年2回の児童状況報告書
類の提出、こども事業課より年2回の
巡回相談を実施することにより児童の
状況を共有し、子どもへのよりよいか
かわりについて共に考え、実践につな
げていきました。

令和3年度より、障害児保育の要件が
変更されるため、移行措置期間として
の周知や丁寧な対応が必要です。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど

も
事
業
課

26
認定こども園等教育・
保育推進事業

○就学にあたり、円滑な接続を図るために、幼保小連絡
協議会を通じて就学前教育と小学校教育の連携を密に
し、配慮を要する子どもの引き継ぎを行います。

引き継ぎを
行った配慮を
要する子ども
の数

― 116人
各校区連絡会や体験入学等の行事を
通し、校園所での連携や理解を深める
ことができました。

就学にあたって大きく環境が変わる中
でもスムーズな移行ができるよう、各
校園所での顔の見える関係づくりの継
続が必要です。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
事
業

課

中分類に
おける課題

児童発達支援センターに来所することに消極的な保護者等に向けて、より相談しやすい体制の整備が必要です。
活字を読むことの困難な子どもが読書を楽しむための多様な手段や資料について、より多くの子どもと本をつなぐ存在である大人に周知し、子どもの読書や
環境について関心を持ってもらえるよう、工夫が必要です。

今後の取組

児童発達支援事業において、「あそびの広場」など契約前に利用できる事業を通して児童発達支援センターを知る機会を設けることにより、保護者の気づ
きから早期の支援につなげていきます。また、令和2年度から単独通所も民間事業者に委託し、市域において公民連携した発達支援の拡充を図ります。
公立の障害児保育担当者による障害児保育交流会について、昨年度に構築した横のつながりを基盤として、さらに実践的な手法で展開していきます。
子どもたちに必要な読書サービスが届くよう様々な手法を考えていきます。

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度
令和元
年度
担当課

基本方針

平成28年（2016年）9月に策定した「障害のある子どもへの支援の基本的な考え方」に示す「めざす姿～すべての子どもが、地域社会の一員として自分ら
しく豊かに生き、子どもと家庭が地域で主体的に社会生活を営む」の実現に向け、「気づく」、「つなぐ」、「支える」の3つの基本姿勢のもと取組を進めます。
地域の学校・こども園・幼稚園・保育所等と支援学校、療育関係機関などの緊密な連携のもとに、障害の状況や特性などに応じて、一人ひとりの個性や可
能性を伸ばし、障害のある子どもと障害のない子どもが、お互いを尊重し支えあう「ともに学び　ともに育つ」保育・療育・教育の推進を図ります。
また、社会の一員として主体的に生活を営む力を育成するため、基本的生活習慣の確立に努めるとともに、適切な進路相談、指導の実施に努めます。

令和元年度の
特徴的な取組

平成31年4月に児童発達支援センターを開所し、児童発達支援事業、小集団親子教室、こども療育相談、ペアレントメンター事業や発達に課題のある子
どもを含めた診療を実施しました。個別療育、障害児一時預かり事業を民間委託しました。
「発達障害児の特性やかかわり方について」というテーマで、公立・民間園の合同研修を行いました。また、公立の障害児保育担当者による障害児保育交
流会を3回連続講座として行い、より実践的な意見交流を深めることができました。

 

 18



令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

27
公立こども園支援事
業

○育児相談、就学前相談
・子どもの発達や育児不安の解消、小学校教育との円滑
な接続を図るため、専門家（臨床心理士・元小学校長な
ど）による子育て中の悩み、就学に向けた相談などを実施
します。

延利用者数 ― 7,001人

公立こども園における地域支援活動
内容を見直し、全園での取組みを再構
築しました。同一保護者による複数相
談を、これまでの複数カウントから1カ
ウントに変更したため、件数としては
減少していますが、相談事業の大きな
変更はありません。

新型コロナウイルス感染症の影響で
子育てが孤立化している家庭も多くあ
る中で、公立こども園としてしっかりと
情報発信を行い、気軽に園に訪れた
り、相談できる関係を築いていくことが
必要です。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
事
業

課

28
私立幼稚園振興助成
金

○市内の私立幼稚園に対し、障害のある幼児の受け入れ
にかかる費用の助成を行います。
「豊中市私立幼稚園障害児保育助成金」

「障害児保育
助成金」の補
助対象
園数

― 4園
令和元年度より、大阪府私立幼稚園
特別支援教育費補助金の交付決定に
基づく費用助成へと変更しました。

制度変更初年度にあたり、適正な費
用助成事務を行うことができました。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
事
業

課

29
放課後こどもクラブ運
営

○放課後、帰宅しても保護者が仕事などで家庭に不在の
豊中市に居住する小学校１年生～４年生（支援学級在籍
児童、支援学校在籍児童は６年生）までの児童に、遊びや
学習などを通じて自主的かつ自発的な生活態度や習慣を
養うために必要な保護、指導を行い、児童の健全育成を
図ります。

支援学級在籍
の入会児童数

- -

地域社会で生活する子どもの一人とし
て、他の子どもと共に成長できるよう、
社会の構成員として包み支えあうとい
うインクルーシブの環境でクラブ運営
を実施しました。(令和元年(2019年)5
月1日現在、障害のある児童が320人
在籍。)

・必要な指導員（看護師を含む）の確
保
・児童のクールダウンのための部屋
（スペース）の確保

教
育
委
員
会
事
務
局
・
学
び
育

ち
支
援
課

30 療育クリニック

○身体障害や小児慢性特定疾病、高度医療などの児童
に対して医師や心理士による相談と必要な療育指導を行
うことで、その家族の不安の解消や孤立の解消、障害の
受容を目的とします。
○概ね就学前の小児慢性特定疾病、身体障害のある児
童の疾病や治療、療育、日常生活などについて必要時に
医師や心理相談員が相談に応じます。

受診者
延件数 45人 29人

身体障害や小児慢性特定疾病の疑い
がある児童に対して、専門医が診察を
行い、紹介状発行や療育指導を行い
ました。
心理士相談は対象者がいませんでし
た。

専門医の診察により、必要な医療や
療育へつなぐことができました。
心理士への相談は実績がなく、事業
のあり方について検討が必要です。

健
康
医
療
部
・
母
子
保
健

課

31 障害児等支援事業

○身体障害や小児慢性特定疾病、高度医療などの児童と
その家族に教育事業を実施し、不安の解消や理解を深め
る機会とします。
○療育施設などに所属していない就学前の身体障害のあ
る児童や小児慢性特定疾病などの長期療養児童とその
保護者に対して就学に向けての情報の提供と保護者同士
の交流などを行います。

受診者
延件数

50件 0件

身体障害や小児慢性特定疾病、高度
医療などの児童とその家族に災害時
対応等、専門的助言をするため職員
のスキルアップ研修会を実施しまし
た。

障害特性、医療的ケアの内容は多様
化・高度化しており、職員のスキルアッ
プ及び関係機関との連携強化のもと
個別対応の充実が課題です。

健
康
医
療
部
・
母
子
保
健

課

32
小児慢性特定疾患
児・身体障害児の相
談事業

○身体障害や小児慢性特定疾病、高度医療などの児童と
その家族を対象に相談・指導の事業を実施し、その家族
の不安の解消を図り、安心して子育てできることを目的と
します。
○小児慢性特定疾病、身体障害のある児童の疾患や治
療、療育、日常生活などについて相談に応じます。

面接・電話相
談延件数

500件 351件

身体障害や小児慢性特定疾病、高度
医療などの児童とその家族を対象に
相談・指導の事業を実施し、その家族
の不安の解消を図り、安心して子育て
できるよう支援しました。

障害特性、医療的ケアの内容は多様
化・高度化しているため専門職のスキ
ルアップや関係機関との連携強化が
必要です。

健
康
医
療
部
・
母
子
保
健

課

33
慢性疾患児在宅支援
事業

○身体障害や小児慢性特定疾病、高度医療などの児童と
その家族に対して訪問することにより、家庭の状況と障害
の状況に合わせた必要な保健指導を行うことで、障害受
容や在宅での生活の不安や孤立の解消などを目的としま
す。
○概ね就学前の小児慢性特定疾病、身体障害のある児
童の日常生活などについて必要時に作業療法士や言語
療法士などが訪問し家庭の状況に合わせて相談に応じま
す。

作業療法士や
言語療法士等
の訪問延件数

15件 2件

臨床心理士や言語聴覚士が家庭訪問
を行い、家庭の状況や障害の状況に
合わせた専門的な保健指導や、家族
の不安軽減を行いました。作業療法士
の訪問は該当者がいませんでした。

臨床心理士の訪問は、グリーフケアと
して、タイムリーに実施することができ
ました。言語聴覚士の訪問は、聴覚障
害児をもつ保護者の障害受容レベル
に合わせた在宅ケア方法を提示する
ことができました。実施回数が減少し
ているため、今後の活用について見直
す必要があります。

健
康
医
療
部
・
母
子
保
健

課

34 児童発達支援
○就学前の障害のある子どもに対して、日常生活におけ
る基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練等を行います。

利用人数 8,316人 6,122人

利用者、事業所ともに増加しました。
障害児通所支援事業所への巡回訪
問、就学前施設の保育士等を対象と
した支援者研修、事業所職員対象の
事業所研修を引き続き実施しました。
障害児通所支援事業者連絡会の設立
へ向け事業者を中心とした検討会を
実施しました。
児童発達支援専門の民間事業所が２
か所開所しました。個別療育の事業所
が３か所開所しました。
新型コロナウイルス感染症対策とし
て、衛生管理体制確保支援等事業を
実施しました。

就学前施設の支援者研修において、
児童発達支援ガイドラインの内容を取
り入れ事業者との連携を図りました。
公立以外にも児童発達支援に特化し
親子で通所する事業所が開所しまし
た。
個別療育や言語課題に対するニーズ
が高く専門的な療育を実施する事業
所の増加が必要です。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談
課

35 医療型児童発達支援
○就学前の身体障害のある子どもに対して、児童発達支
援及び機能訓練を行います。

利用人数 72人 59人

令和元年度から、しいの実学園が福
祉型児童発達支援センターに移行し
たことにより利用者は市外の医療型児
童発達支援事業所を利用し、市内で
の医療型児童発達支援の利用は減少
しました。
重症心身障害児は、児童発達支援セ
ンターの親子通園のほか民間の重症
心身障害児の受け入れを行う事業所
により支援を提供しました。

医療技術の進歩にともない重症心身
障害児も増加しており、市内重症心身
障害児指定事業所の役割が重要に
なっているため、多様なニーズへの対
応ができる事業所の確保が必要で
す。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も

相
談
課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

36
放課後等デイサービ
ス

○学校通学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏
休みなどの長期休暇中において生活能力向上のための
訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と相
まって障害のある子どもの自立を促進するとともに、放課
後などの居場所を提供します。

利用人数 21,936人 9,111人

利用者、事業所ともに増加しました。
障害児通所支援事業所への巡回訪
問、市立小・中学校教員等を対象とし
た支援者研修、事業所職員対象の事
業所研修を引き続き実施しました。
障害児通所支援事業者連絡会の設立
へ向け事業者を中心とした検討会を
実施しました。
ニーズの高い運動療育に特化した事
業所が２か所開所しました。
新型コロナウイルス感染症対策とし
て、衛生管理体制確保支援等事業を
実施しました。

市立小・中学校の支援者研修におい
て、放課後等デイサービスのガイドラ
インについて説明し、学校現場と放課
後等デイサービス事業所の連携を図
りました。
事業所数は増加していますが、一方で
専門職を配置した専門性の高い療育
を実施する事業所の増加が待たれま
す。
市内には青年期以降の軽度発達障害
児に特化した成人期への移行支援が
なく、はざまの子どもたちが行き場を
失いがちです。当該児童を対象とした
個別の支援を実施する事業所の開所
が必要です。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談
課

37
居宅訪問型児童発達
支援

○重症心身障害児などの重度の障害のある子ども等で
あって、障害児通所支援を受けるために外出することが著
しく困難な障害のある子どもの居宅を訪問し、日常生活に
おける基本的な動作の指導、知識技能の付与等を行いま
す。

利用件数 24件 0件
平成30年度新設のサービスですが、
市内に指定事業所はなく該当者から
の利用申請もありませんでした。

利用が想定される児童がほとんどい
ないため児童発達支援センターの事
業での対応が想定されます。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談

課

38 保育所等訪問支援
○保育所などに通う障害のある子どもに対し、その施設を
訪問し、その施設における集団生活への適用のための専
門的な支援などを行います。

利用件数 36件 51人

市内では公立以外に保育所等訪問支
援事業所はありませんが、児童発達
支援センターの障害児等療育支援事
業や巡回訪問で潜在的ニーズに対応
しているため利用者は減少しました。
市内通所支援事業所の増加に伴い市
外利用者が減少し、同時に市外保育
所等訪問支援事業所の利用も減少傾
向です。
市内で指定事業所はありませんが、
一部の事業所では関係機関連携加算
を利用し保育所等訪問を実施している
ことも減少の要因です。

支援を受けている通所支援事業所の
職員が保育所等を訪問することで、よ
り対象児童の特性に応じた環境調整
が可能になるため市内通所支援事業
所の保育所等訪問支援事業の開始が
待たれます。また、訪問支援先と事業
所との連携促進が必要です。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談
課

39 障害児相談支援

○障害のある子どもの心身の状況、その他の置かれてい
る環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めた
障害児支援利用計画案を作成し、通所支援の給付決定
後に、障害児支援利用計画の作成等を行い、一定の期間
ごとに検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計
画の見通しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行い
ます。

利用件数 3,036件 1,019件

児童発達支援センターでは、単独の
事業所のみ利用する場合、プランを作
成する保護者自身の子どもの見立て
や具体的な援助方法を計画する力を
支援しており、該当児童においては計
画相談からセルフプランへ移行してい
ます。そのため、利用者は減少しまし
た。
相談支援ネットワークえんで公民の役
割や支給決定における基本的な考え
方について意見聴取しました。

障害児相談支援でも特に発達障害に
対応した相談支援事業所が少ないた
め相談支援ネットワークえんとの連携
により、事業所の質の向上と合わせ、
対応可能な事業所の増加が必要で
す。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談

課

40
児童発達支援セン
ター

平成3０年度まで実施してきたあゆみ学園、しいの実学園
（療育等支援事業含む）を発展的に統合し、新たな児童発
達支援センターとして、障害や発達に課題のある子ども、
保護者、家族等に対し、障害の種別に関係なく、地域で自
分らしく安心して生活できるよう総合的な支援を行います。
【各種事業】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・児
童発達支援事業（親子通所・小集団親子教室）　　　・放課
後等デイサービス事業（小集団親子教室）
・こども療育相談事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
診療所事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
民間委託事業（個別療育・単独通所（令和2年度より）・障
害児一時預かり）

　①児童発達
支援事業契約
児童数（親子
通所・小集団
親子教室）
②こども療育
相談件数

③診療所利用
者数

④個別療育利
用児数

⑤単独通所利
用児数

①30人・70
人
②1,000人
③150人
④30人
⑤35人

①29人・43人
②1,695人
③146人
④29人
⑤33人

児童発達支援事業においては、親子
通所で障害の種別なく、子どもの障害
や発達特性、育ちを保護者と確認しな
がら、人との関りの土台つくりや生活
機能の獲得を目的とした療育を行いま
した。小集団親子教室では、就園就学
後の子どもまで対象を拡充し、保護者
の気づきから具体的な家庭での関りを
支援する療育を実施しました。こども
療育相談では、来所相談、訪問相談、
巡回相談等総合的に支援できる相談
対応を行いました。また保護者支援と
してペアレントメンター事業を実施しま
した。診療所においては、しいの実学
園で対象としていた身体障害児だけで
なく、発達に課題のある子どもの診療
等も実施しました。令和元年度より個
別療育と新規事業である障害児一時
預かり事業とを合わせて民間委託事
業として実施しました。

児童発達支援事業や放課後等デイ
サービス事業では、対象を拡充し、保
護者の気づきから具体的な支援につ
なげる療育体制を整備しました。こど
も療育相談においては、巡回相談を市
域の就学前施設で行い、支援者への
助言を通し、適切な支援につなげまし
た。診療所においては、発達障害のあ
る子どもの診療体制を整えました。民
間委託事業においては、児童発達支
援センターの事業との連携の仕組み
づくりが行えました。課題としては、児
童発達支援センターへ来所することに
消極的な保護者等に向けて、より相談
しやすい体制整備が必要となっていま
す。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談
課

41
しいの実学園（医療型
児童発達支援セン
ター）

○主に就学前の身体に障害のある子どもに対し、訓練・
保育などを行い、基本的な生活力などの獲得に向け、保
護者と連携した支援を行います。
　・通園事業
　・地域支援
　　障害児等療育支援事業（障害児相談支援含む。）
　　保育所等訪問支援事業
　・診療所（外来訓練含む。）
※平成31年度（2019年度）から新・児童発達支援センター
に移行予定

①契約
園児数
②外来
訓練者数
③相談新規
申込件数

①30人
②150人/
月
③450人

- No40に統合されたため廃止 -

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談

課

42
障害児等療育支援事
業

○在宅の障害のある子ども及び発達支援が必要な児童
の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指
導、相談等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、
これらの療育機能を支援する機能との重層的な連携を図
り、もって障害のある子ども等の福祉の向上を図ります。
①在宅障害児等訪問支援事業
②障害児等来所相談支援事業
③療育技術指導事業
※平成31年度（2019年度）から新・児童発達支援センター
に移行予定

療育支援新規
申込件数

150件 - No40に統合されたため廃止 -

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談

課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

43
支援学級管理運営事
業

○障害児教育の充実・推進と支援学級に在籍する児童生
徒が安全・安心に学校生活を豊かに送ることをめざしま
す。
・支援学級の設置及び指導・相談に関すること。
・障害児教育関連会議などの
実施。
・他部局との連携による生涯を通した支援の在り方の検
討。

障害児教育や
就学・進路に
関する会議の
開催率

100% 100%
適切な就学相談や進路相談を行いま
した。また、必要に応じて関係機関と
の連携を進めました。

「豊中市障害児教育基本方針（改定
版）」に基づき、支援学級に在籍する
児童生徒が、より安心・安全に学校生
活を送ることが出来る仕組みを進める
ことができました。
支援学級在籍生徒が増加傾向にあ
り、更なる人的・物的な条件整備を図
る必要があります。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
児
童
生

徒
課

44 学校支援事業

○豊中市立学校における児童・生徒のうち配慮が必要な
子どもへの支援を行います。
○また、豊中市立学校教職員を中心として関係部局職員
の意識及び専門性の向上と市民への啓発をめざします。
・巡回相談による支援等
・備品、消耗品の購入・貸与・修理
・障害児教育研修の実施

巡回相談
実施校数

60校 78校

巡回相談を活用し、児童生徒の理解
を深め、適切な支援を進めるとともに、
支援に必要な消耗品、備品などの購
入・貸与等を図りました。

支援が必要な子どもたちへの教育環
境の整備や適切な支援の在り方を進
めることができました。
階段昇降機などの高額な備品の購入
や整備が必要であるものの、予算の
拡充が困難な状況にあります。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
児
童
生

徒
課

45 支援職員配置事業

○支援学級に在籍する児童生徒が安全・安心に学校生活
を豊かに送ることをめざし、豊中市立小中学校における支
援学級へ生活介助及び学習補助として介助員を派遣しま
す。
○支援学級に在籍する児童生徒が安全・安心に学校生活
を豊かに送ることをめざします。
○豊中市立小中学校における支援学級に在籍する児童
生徒のうち、日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒
のいる学校へ、必要なときに看護師を派遣し、必要な医療
的ケアを実施します。

介助員配置率
看護師派遣率

100％
100％

100%
100%

支援学級における生活介助及び学習
補助として介助員を配置。また日常的
に医療的ケアを必要とする児童生徒
がいる学校には、必要な時に看護師
を派遣しました。

支援学級在籍児童生徒へ、適切な支
援の在り方をすすめる事ができまし
た。
支援学級在籍児童生徒数が増加傾向
にあり、多様な対応が求められている
とともに、介助員数の増加も必要と考
えますが、予算の拡充が困難です。ま
た、医療的ケアを行う看護師を安定
的・継続的に確保することも非常に困
難です。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
児
童
生
徒

課

46 エレベーター設置事業
○車いすなどを使用する児童生徒が安全で容易に移動で
きることにより充実した学校生活が送れるよう、各小中学
校にエレベーターを設置します。

設置校数 100%
83％
(48校)

未設置の学校については、教育セン
ターと情報共有しながら、設置に向け
て予算確保するとともに、計画どおり
進められるよう取り組みました。

支援を必要とする児童・生徒の多い学
校を優先的に、教育センターと連携し
ながら設置するようにしていますが、
財政状況が厳しい中、設置の必要性
を認識し、早期に全校設置できるよ
う、庁内での調整を図る必要がありま
す。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
学
校
施
設

管
理
課

47 第二次トイレ改修事業

○子どもたちにとって、清潔で使いやすい環境に整備しま
す。
○学校施設の老朽化対策の観点から総合的に改修しま
す。

改修校数 100%
78%
(42校)

学校において改修工事をする際には、
工事期間中の児童・生徒の安全確保
に留意するとともに、工事に伴う騒音・
振動など学校授業に支障のないように
工事の工程を組みました。

トイレ床面を湿式から乾式、便器を和
式から洋式に変更することによって、
清潔で使いやすくなり、児童・生徒達
が掃除などもきれいに行うようになりま
したが、トイレ改修は工事費用が多く
かかる為、校舎1系統列のみしか実施
できていません。学校からは早期の実
施と改修場所の拡張なども含めて要
望がありますが、限られた予算の中で
どのように進めて行くのか検討する必
要があります。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
学
校
施
設

管
理
課

48

小学校特別支援教育
就学奨励、中学校特
別支援教育就学
奨励

○支援学級に在籍する児童・生徒の保護者の就学に要す
る経費の負担を軽減するため、その経費の一部を補助す
ることを通じ、就学奨励を図ります。

認定児童生徒
数

350名 373名

支援学級に在籍する児童・生徒の保
護者の就学に要する経費負担を軽減
するため、その経費の一部を補助する
ことを通じ、就学奨励を図ることができ
ました。認定児童生徒数は毎年増加し
ています。

就学援助の募集時期と同時に支援学
級へ募集を行い、基準額に該当すれ
ば双方の受付を行っています。就学援
助と同様に集中・休日受付を行ってお
り、出張所への受付回数を増やしまし
た。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
教
育
総
務

課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

49
子どもをとりまく読書
環境整備の取り組み

○「豊中市子ども読書活動連絡会」等により市民、事業
者、関係部局、関係機関と連携し、市内のすべての子ども
が本と出会い読書を楽しむことができるよう、読書環境を
整えます。
　・活字を読むことが困難な子どもの読書を支えるために
資料の充実・情報提供を行います。

障害者施設・
支援学校への
貸出
冊数

10,000冊 7,298冊

すべての子どもが読書を楽しめるよう
に、子ども読書活動連絡会等での情
報共有や連携により、読書環境の整
備に継続して取り組みました。活字を
読むことが困難な子どもたちの読書に
ついて理解するための展示セット「りん
ごの棚」についてＰＲし、学習やイベン
トの場に貸し出しました。施設再編や
年度末の新型コロナウィルスによる休
館の影響もありましたが、必要に応じ
て施設や支援学校へ継続して貸出を
行い、活字を読むことが困難な子ども
の読書相談の他、学校司書からも相
談や予約依頼があり、資料の提供を
行いました。

活字を読むことの困難な子どもが読書
を楽しむための多様な手段や資料に
ついて子どもや子どもと本をつなぐ大
人に周知することができました。今後
もより多くの場で周知し子どもの読書
や環境について関心を持ってもらえる
よう、工夫が必要です。年度末には新
型コロナウィルス感染防止のため図書
館休館となり、貸出冊数にも若干影響
がありました。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
読
書
振
興
課

（２）雇用・就労

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

50 ブックスタート事業

○乳幼児期からの本との出会いを支援するため、４か月
児健診を受診するすべての赤ちゃんを対象にブックスター
ト事業「えほんはじめまして」を実施します。
・視覚に障害のある人が受診の際には点字・デイジー・
テープの３種類の案内を準備、また手渡す絵本に点字を
つけて提供します。
・健診会場には点字絵本や布絵本など障害のある人も楽
しめる絵本の展示・紹介をしています。

会場での点字
絵本等の展
示・紹介数

300冊
240冊
(80%)

庄内・中部・千里の3会場すべてで、点
字絵本、布の絵本の両方を展示・紹介
しました。
一部の会場では、図書館資料の貸出
もしているので、点字絵本を必要とさ
れる方にもその場で借りて帰っていた
だきました。

達成冊数は前年度より少なくなってい
ますが、コロナウイルス流行のため健
診自体が中止となった月があるため、
健診回数が減少しています。（前年度
48回→今年度44回）
健診1回あたりの展示・紹介数では前
年度比で増加しています。

教
育
委
員
会
事
務

局
・
読
書
振
興
課

51 地域就労支援事業

○障害のある人、母子家庭の母親、中高年齢者、若者な
どの就労困難者、生活困窮者に対する相談をはじめ、各
種講座の実施や紹介、求人情報の提供などを行います。
（１）就労相談及び生活困窮者自立支援事業を実施しま
す。
（２）就労実現に向けた意欲喚起や能力向上のための講
座、職場体験等を実施します。
（３）地域就労支援事業推進会議及びくらし再建パーソナ
ルサポート事業連絡会を開催します。

相談者数 5,510人 5,924人

生活困窮者自立支援事業を実施する
とともに、引き続き多機関の協働によ
る包括的支援体制構築事業をモデル
的に実施し、相談支援包括推進員に
より、地域において、多分野、多機関
に渡る相談支援機関等の連携体制の
構築と強化を図りました。

・生活困窮者自立支援事業を実施す
るとともに、相談支援包括化推進員を
配置し、多機関による包括的な相談支
援体制を構築するため、生活困窮者
自立支援制度に関するセミナーを実
施しました。
・地域就労支援事業において、障害の
ある人からの新規相談を67人受付し、
18人が就職につながりました。

市
民
協
働
部
・
く
ら
し
支

援
課

52 無料職業紹介事業
○市内外の事業所の求人獲得、求職者の求人事業所へ
の紹介、各種面接会、面接対策講座などを実施していま
す。

就職件数 187件 191件

引き続き就労支援の出口となる無料
職業紹介の機能充実を図り、障害者
合同面接会や障害者雇用に取り組む
企業向け講座を開催するとともに、求
職者の定着支援を行い、事業者との
信頼関係の強化にも取り組みました。

・就労支援の出口機能として、求職者
の個々の状況に応じた求人開拓を行
い、的確なマッチングに繋げました。
・障害者合同面接会を2回実施し、合
計78人が参加しました。また、企業向
け講座には35人が参加しました。

市
民
協
働
部
・
く
ら
し
支
援

課

53
障害者就労支援強化
事業

○障害のある人の就労の促進を図るため、障害福祉サー
ビス事業所及び就労を希望する障害のある人などへの支
援を行います。
○市内の就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所
への専門的スキル研修、就労先企業の開拓、就労環境整
備の助言など、またこれらの事業所を利用し、就労した障
害のある人への就労定着支援を行います。

①就労支援強
化事業登録事
業者数
②就労支援強
化事業におけ
る一般就労移
行者数

①30事業
所
②93人

①30事業所
②44人

障害福祉サービス事業所の活性化が
進むとともに、障害者の福祉的就労か
ら一般就労への移行が促進されまし
た。

更なる市内の障害福祉サービス事業
所における就労移行支援体制の強化
が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

54 障害者職場体験実習

○一般就労を希望する障害のある人などに就労体験の場
として市役所などを提供することにより、障害のある人の
就労促進における先導的役割を果たすとともに、障害の
ある人の就労へ円滑な移行を促進します。
○実習生の受け入れ可能と回答のあった職場で障害のあ
る人が業務を体験（１か月以内）する場を提供します。

①実習
職場数
②実習人数

①28か所
②38人

①21か所
②28人

・実習生の受け入れが可能な職場で
障害のある人が業務を体験する場を
提供しました。
・これまで受入れのない職場でも受入
をしてもらえるよう事業の周知をしまし
た。

・受け入れ可能と回答のあった担当課
のうち、数件マッチングしなかった案件
や、中止になった案件がありました。
委託先、受入れ職場と調整し、実習日
程や業務内容等を工夫する必要があ
ります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

中分類に
おける課題

一人ひとりの適性や、体調の波に合わせた業務配慮が課題です。

今後の取組
「豊中市障害者活躍推進計画」に基づく取組みを進めます。
障害のある人を対象とした採用選考試験について、より多くの方に受験してもらえるよう、受験要件等の見直しを図ります。
精神障害者チャレンジ雇用において、令和2年度末の企業等への就職につなげるため、本人への意向聞き取りや、必要な準備・調整を行います。

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度
令和元
年度
担当課

基本方針

各種制度の活用を通じて民間企業・事業所での雇用を積極的に促進し、企業と連携しながら障害のある人の就労機会の拡大を図るとともに、就労後の職
場定着を支援していきます。
また、豊中市自らも障害のある人の雇用や就労体験の機会の充実に努めます。
これとともに、一般企業などへの就職が困難な人を対象とする働く場、活動の場の充実など、関係機関と多様な形態の就労の場の確保に努めるとともに、
福祉的就労についた人の工賃向上に努めていきます。

令和元年度の
特徴的な取組

精神障害のある人を会計年度任用職員として1名雇用し、適性把握を行うため所属課や本人と面談を行いました。
知的障害のある人を対象とした会計年度任用職員採用選考試験(チャレンジ雇用)を実施し、1名採用しました。
「豊中市障害者活躍推進計画」を作成しました。
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

55 就労移行支援

○一般企業などでの就労を希望する人に、一定期間、就
労に必要な知識や能力の向上のために、必要な訓練を行
うことにより障害のある人の自立生活を支援します。
○一般企業などへの移行に向けて、事業所内や企業にお
ける作業や実習、適性にあった職場探し、就労後の職場
定着のための支援などを行います。

延利用人数 ― 2,245人

一般企業等での就労を希望する人
に、就労に必要な知識及び能力の向
上のために、一定期間、必要な訓練を
行うことにより障害者の自立生活を支
援しました。

一般就労へ移行後の定着について課
題があります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

56
知的障害者就労支援
事務

○市で雇用されている知的障害のある人が、再生紙回
収、連絡便配達、印刷、事務補助などの業務に円滑に従
事できるように、就労支援を行います。

従事業務
件数

200件 193件

・安定した業務依頼があり、業務繁忙
期には、依頼を調整する必要が生じま
した。
・スケジュールの調整や、納品前の確
認も知的障害のある職員が自分たち
で行うことができました。

・依頼内容や、得意な分野が固定化し
ているため、苦手な分野や新しい分野
への業務拡大が課題です。

総
務
部
・
行
政
総
務

課

57
精神障害者チャレンジ
雇用

○市で精神障害者を対象とした会計年度任用職員を雇用
し、業務を行うことを通じて、企業等への就職につなげま
す。必要に応じて、キャリアカウンセリング、仕事紹介を行
います。

民間企業等へ
の就業移行者
数

３人 0人

平成30年10月の雇用に続き、令和元
年6月にも1名雇用しました。1人目に
続き、所属課や本人と面談を行い、適
正把握を行いました。

一人ひとりの適性や、体調の波に合
わせた業務配慮が課題です。

総
務
部
・
行
政
総
務

課

57
精神障害者チャレンジ
雇用

○市で精神障害者を対象とした会計年度任用職員を雇用
し、業務を行うことを通じて、企業等への就職につなげま
す。必要に応じて、キャリアカウンセリング、仕事紹介を行
います。

民間企業等へ
の就業移行者
数

３人 0人

精神障害のある者をあらたに1名採用
しました。市での業務経験等を通じ
て、企業等への就職につながるよう支
援しました。

本年度においては、前年度の補欠合
格者を採用しましたが、採用選考試験
は実施しませんでした。

総
務
部
・
人
事

課

58 採用試験事務

○障害のある人の雇用率2.5％以上を維持しさらなる向上
に努めます。
※障害者法定雇用率算定方法の改正（除外職員の縮小
など）や、精神障害のある人の雇用義務化を考慮する必
要があります。
・身体障害のある人を対象とした職員採用選考試験を実
施します。
・知的障害のある人を会計年度任用職員として雇用しま
す。また、行政総務課において、職員の日々の業務のフォ
ローと庁内における職域開発を実施します。
・精神障害のある人の障害特性に配慮した就労形態など
について調査研究を行い、精神障害のある人の就労の仕
組みづくりに取り組みます。

障害者
雇用率

2.6％以上 2.78%

市長部局における障害者雇用率は
2.78％でした。
身体障害のある人を対象とした職員
採用選考試験を実施しましたが、採用
には至りませんでした。
また、身体障害のある人を対象とした
会計年度任用職員採用選考試験を実
施し、2名採用しました。
さらに、知的障害のある人を対象とし
た会計年度任用職員採用選考試験
（チャレンジ雇用）を実施し、1名採用し
ました。

市長部局においては法定雇用率及び
計画の目標を上回る数値となっていま
す。
本年度より、特例認定をうけ、市長部
局、教育委員会、市立豊中病院、上下
水道局と合算で法定雇用率を達成す
るようめざしています。
また、「豊中市障害者活躍推進計画」
を作成し、令和2年度より計画の取組
みを進めます。

総
務
部
・
人
事
課

59 就労継続支援

○一般企業などでの就労が困難な人に働く場を提供する
とともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行うこ
とにより障害のある人の自立生活を支援します。
○通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人
に就労の機会を提供するとともに、生産活動、その他の活
動の機会の提供を通じて、その知識・能力の向上のため
に必要な訓練、その他の厚生労働省令で定める便宜を供
与します。

延利用人数 ― 9,159人

一般企業等での就労が困難な人に働
く場を提供するとともに、知識及び能
力の向上のために必要な訓練を行う
ことにより障害者の自立生活を支援し
ました。

利用者の工賃向上、一般就労への移
行希望者への対応等の課題がありま
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

60 就労定着支援

○就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した障
害のある人で、就労に伴う環境変化により生活面の課題
が生じている人について、事業所・家族等との連絡調整等
の支援を一定期間にわたり行います。

延利用人数 769人

就労移行支援等の利用を経て一般就
労に移行した障害のある人で、就労に
伴う環境変化により生活面の課題が
生じている人について、事業所・家族
等との連絡調整等を一定期間にわた
り行うことにより自立生活を支援しまし
た。

一般就労へ移行した障害のある人に
対するサービスであり、更なる事業所
の増加等が望まれます。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

61
「福祉の店なかま」運
営補助事業

○民間の障害福祉サービス事業所が、豊中駅の公共ス
ペースで授産製品を展示する「福祉の店なかま」の運営を
支援します。
○「福祉の店なかま」運営委員会に、豊中駅の公共スペー
スを無償貸与（光熱水費・共益費は自己負担）します。
※「福祉の店なかま」は、障害福祉サービス事業所の活動
や授産製品、そこでのボランティア活動を広く市民に知っ
ていただくために、民間の障害福祉サービス事業所が協
力しあう取組であり、豊中市社会福祉協議会が事務局と
なり、趣旨に賛同する市内の障害福祉サービス事業所が
参加できるものです。

①参加団体数
②市が指定し
た就労継続支
援事業所の参
加率
（％）

②50％以
上

①24団体
②40%

・前年度に引き続き豊中駅の公共ス
ペースで授産製品を展示する福祉の
店「なかま」の運営を支援、事業所間
のネットワークづくりを図るとともに、福
祉作業所及び授産製品について市民
への理解を広げました。

・福祉の店「なかま」の活動状況等に
ついて市民への啓発・周知が不足して
います。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

62
総合評価入札関連事
務

○清掃警備業務委託の受注業者を決定するにあたり、価
格のみによる競争入札方式による決定ではなく、女性や
障害のある人などの雇用についての評価項目と価格とを
総合的に勘案したうえで業者決定を行い、女性や障害の
ある人などの雇用機会の確保を図ります。

契約件数 5件 3件

清掃・有人警備業務委託の受注業者
を決定するにあたり、価格のみによる
競争入札方式によらず、環境への配
慮や危機管理体制、女性や障害のあ
る人などの雇用についても総合的に
勘案したうえで業者決定を行い、障害
のある人などの雇用機会を確保しまし
た。
清掃・有人警備業務以外の労務提供
型業務についても、総合評価入札制
度による発注を決定しました。

清掃・有人警備業務委託以外の労務
提供型業務委託への総合評価入札の
評価項目の設定
包括施設管理委託（資産管理課執行）
への移行

総
務
部
・
契
約
検
査
課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

63
障害者優先調達推進
法に基づく調達指針
の策定と運用

○障害福祉サービス事業所等の障害者就労施設で就労
する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の経済
面での自立を進めます。
○障害者就労施設の提供する物品・サービスを豊中市に
おいて優先的に調達することを進めます。
○障害者就労施設の提供する物品・サービスをホーム
ページなどでまとめ、調達を促進します。
○庁内から記念品等を授産製品に贈呈する旨の相談が
ある際、市内授産製品作成事業所との橋渡しを行い、実
施に協力します。

①障害者就労
施設等から市
が調達した物
品の額
②障害者就労
施設等から市
が調達した役
務の額

現水準以
上

①2,960,418円
②33,549,749
円

・障害者施設等からの物品及び役務
の調達を推進することにより、障害者
施設等で働く障害のある人の経済基
盤の安定につなげるようにしました。
・ホームページ以外でも市職員が調達
内容を確認できるように、庁内情報シ
ステム内に調達内容一覧を掲載しまし
た。

「豊中市による障害者就労施設等から
の物品及び役務の調達方針」に基づ
き、障害者就労施設が提供する物品・
サービスをより多くの人に知ってもらう
手法を検討する必要があります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

64
授産製品等あっせん
販売

○民間の障害福祉サービス事業所の活動と授産製品に
ついて、市職員の理解と利用を広げます。
○職員厚生会と協力して、民間の障害福祉サービス事業
所の活動と授産製品を市職員に紹介し、購入希望者のと
りまとめを行います。

売上高 － 247,470円
・新商品のリスト作成や商品の展示を
行い、職員の購入促進を図りました。

・障害者施設等で働く障害のある人の
経済基盤の安定につなげることができ
ました。
・より多くの職員の購入に繋がるよう、
事業所とともに魅力ある商品づくりに
向けた取り組みを進める必要がありま
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

（３）生涯学習、文化・スポーツ活動

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

65
障害福祉センター
ひまわり施設運営

○障害のある人の文化と教養の向上、自立と社会参加の
促進のための便宜を総合的に供与することにより、障害
のある人の福祉の増進に資するため次の事業を行いま
す。
・貸室利用
・障害者団体行事のためのマイクロバスの運行

貸室稼働率 50％以上 22.9%

改修工事終了後、貸室が会議室１・
２、体育室、調理実習室、多目的の5
つの部屋となったので、障害のある人
の文化と教養の向上や多くの方の交
流のためにも新たな団体の貸室利用
や有料団体の利用が増えるように取り
組みました。
市内外へ活動に出かける団体につい
ても障害者の社会参加・自立を支援し
ていきました。令和元年度について
は、改修工事終了後の再開なので、
利用人数が少なくなりました。

高速料金が高くなり、一般道路利用が
増える可能性があることから、福祉バ
スの走行距離の延長を希望される団
体がありました。
一般貸出の部屋が減少したことで利
用者のニーズに対応していけるよう、
より細かい調整をしていきました。
令和元年度から少しずつ体育室の有
料利用が増加しています。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
・
管
理

係

66
障害福祉センター
ひまわり講座

○在宅の障害のある人に、さまざまな情報提供を行い、自
立支援・社会参加を促進することを目的に、障害のある人
の自己実現を図る機会とします。

①参加実人数
②文化系講座
の延実施回数
③スポーツ系
講座の延実施
回数

①4,500人
②186回
③144回

①3453人
②203回
③137回

・障害者の自立支援・社会参加のため
様々な講座を提供し、参加者の交流を
深める中で、個々が目標や楽しみを見
出す機会となりました。新たな講座を
開講し、充実を図りました。
・土曜日講座では、平日講座と異な
り、日中活動系の事業所へ通っている
方の参加があり、余暇の充実が図れ
ました。
・難聴者向け手話講習会では、新たな
コミュケーション手段を獲得する機会
を、難聴者・中途失聴者に提供出来ま
した。

障害者ひとりあたりの受講種目を3種
から2種にし、多くの障害者が受講す
る機会を持てるように受講ルールの改
正をしました。また、新たに絵画を楽し
む教室を、平日、土曜日ともに開講
し、新たな分野を楽しめる機会としまし
た。
社会参加、交流の場としての講座内
容が多く、今後は在宅で生活する障害
のある人が豊中でいきいきと生活して
いくためのヒントとなるような特長ある
内容の検討が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
・
地
域
生

活
支
援
係

67
障害者青年教室補助
事業

○障害のある青年の学習機会の一つとして、障害者施設
等における文化・体育教室の実施を支援します。

補助施設数
（教室数）

15施設
（20教室）

19施設
（32教室）

障害のある青年の文化教養の向上
と、生活に必要な知識、技術の習得を
図りました。

障害者青年教室を開催する障害者施
設等に補助金を交付し、障害のある人
の文化教養の向上と生活に必要な知
識、技術の習得に貢献しました。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
社
会
教

育
課

68
公民館登録グループ
支援

○障害のある人を含めたすべての市民の生涯学習活動
を推進するため、自主的・継続的に社会教育活動を行う
小グループを支援します。
・中央、蛍池、庄内、千里の各公民館で実施。

地域でボラン
ディア活動を
した登録グ
ループ数

100グルー
プ

41グループ

手話、要約筆記、障害のある人による
合奏、障害のある子どもたちに対する
学習支援などの活動をしている公民
館登録グループの活動の場や学習成
果の発表の場を提供することができま
した。

社会還元活動を行う場を増やしていく
必要があります。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
中
央
公

民
館

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度
令和元
年度
担当課

中分類に
おける課題

小中学校の学習を支援する点訳・音訳資料の不足が課題です。
社会参加、交流の場としての講座内容が多いため、今後は在宅の障害のある人がいきいきと生活していくためのヒントとなるような特長ある講座内容を検討
する必要があります。

今後の取組
活字による読書が困難な方が利用できる資料や機器類について、図書館で展示・紹介します。
点訳・音訳資料の作成に関係団体と連携して取り組みます。
講座終了時にはアンケートを取るなど受講者の声を聴き、今後の講座運営の参考とします。

基本方針
生涯学習や文化・スポーツ活動を通じて、障害のある人とない人とが交流する機会を設けるとともに、障害のある人の社会参加や生きがいづくりを支援して
いきます。

令和元年度の
特徴的な取組

図書館において対面朗読や点訳・音訳資料の提供、宅配を行いました。
豊中市立文化芸術センターにおいて、1人でも多くの障害のある人に来館していただけるよう、主催者の希望に応じて、取り外し可能座席を車いすスペース
にするなどの対応を行いました。
障害福祉センターひまわりにおいて、新たに絵画を楽しむ教室を開講し、講座内容の充実を図りました。
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

69 分館活動支援

○文化祭、体育祭などの行事や公民分館活動を通して、
障害のある人を含めた地域のすべての人を対象に生涯学
習、文化活動、仲間づくりの場としての公民分館活動を支
援します。

①事業実施
回数
②事業参加
者数

①19,300
回
②750,000
人

①18,922回
②734,054人

各公民分館において、体育祭・文化祭
などの行事や人権学習講座・春秋講
座等が実施され、市民にとって身近な
地域に根差した生涯学習の場、地域
住民の交流の場が広がりました。
公民分館役員等への聞き取り調査を
もとに「公民分館事業における障害者
への合理的配慮のケース別対応事
例」の各公民分館への周知に努めま
した。

人権学習講座については、幅広い分
野で開催できるよう公民館から情報提
供に努める必要があります。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
中
央
公

民
館

70
市民ホール指定管理
事業

○文化芸術の鑑賞・参加・創造の場の提供並びに文化芸
術を担う人材育成を図ります。
・自主公演の入場料につき、障害者手帳等の提示により
割引。

障害のある人
の来場人数

250人 319人

①自主公演は全ての公演において障
害者の割引を適応し、昨年度を上回る
人数に対応しました。
②障害のある人にも楽しんでいただけ
るような自主事業の企画を検討しまし
た。
③主催者の希望に応じて、取り外し可
能座席を車いすスペースにするなどの
対応を行いました。

自主事業59公演のうち49公演で障害
者割引を適応し、289人が来館しまし
た。また、46公演で車椅子席を設営し
30人が来館しました。
①コロナウィルスによる影響で2月末
から12公演が中止のため、昨年度の
人数から8人減少しました。
②6月の公演の「問題行動ショー」に関
しては、まさしく障害のある人との音楽
創作活動を描いた作品でした。
③大ホールでは通常の車椅子席7席
以外に、車いす席と同じK列の座席を
取り外し受け入れをしました。

豊
中
市
立
文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー

（
豊
中
市
市
民
ホ
ー

ル
指
定
管
理

者

）

71
スポーツに親しめる環
境の整備

○障害のある子どもが保護者とともに遊具を利用した遊
びをとおして、健康の増進と体力の向上を図ります。
・千里・庄内・豊島体育館で実施。
・トランポリン、マット、跳び箱、平均台、バランスボールな
どを使用し、遊びを通じて身体を動かします。

障害児チャレ
ンジスポーツ
利用者数

- 73人

昨年度に引き続き、対象者の枠を拡
げ、障害のある、もしくは支援の必要
な子どもと保護者に対し、のびのび身
体を動かせる場を提供しました。
併せて障害者スポーツ事業の周知を
図るため、年間を通じた事業案内を発
行し、屋内体育施設及び、関係団体に
配布しました。

対象者の枠を拡げましたが、定員に達
するまでには至りませんでした。また、
新型コロナウイルス感染症防止により
1回が中止となり、達成状況は昨年度
を下回りました。
継続して来ていただいている参加者も
いますので、目標達成に向けて新規
参加者の獲得に努めます。

都
市
活
力
部
・
ス
ポ
ー

ツ
振
興

課

72 体育施設運営管理

○障害のある人の社会参加の促進のため、体育施設の
個人利用料につき、障害者手帳等の提示により障害者料
金の適用（本人、介助者）を行います。また、駐車料金の
免除を行います。

優待利用した
の延人数

- 18,102人
障害のある人が体育施設や駐車場を
利用する際に、障害者料金の適用や
駐車料金の免除を行いました。

昨年度と同数程度の利用がありまし
た。
引き続き、障害のある人が体育施設
や駐車場を利用する際に、障害者料
金の適用や駐車料金の免除を行い、
利用促進に努めます。

都
市
活
力
部
・
ス
ポ
ー

ツ
振
興

課

73
図書館活動・すべての
人への資料提供事業

○すべての市民に知る自由を保障するため、障害のある
人に対面朗読や点訳・音訳資料の提供、宅配等を行いま
す。

録音・点字図
書等の貸出冊
数

1,000冊 1,489冊

通常の対面朗読や点訳・音訳資料の
提供、宅配を行いました。筆談ボード
や緊急時用ピクトグラムの表示板も設
置しています。利用者からの個別の
ニーズに対し、可能な限り要望に応え
るよう努めました。障害者サービスに
ご登録いただいた個人利用者への貸
出のほか、学校図書館を通じて小中
学校へ点字図書等を貸出しました。

平成30年度から貸出を開始したさわる
絵本の活用を広げるなど、資料や
サービスをより多くの方に知ってもらう
工夫が必要です。小中学校の学習を
支援する音点訳資料の不足が課題で
す。利用者の希望する媒体・方法で資
料・情報が提供できるよう整備が必要
です。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
読
書
振

興
課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

74
図書館を拠点とした地
域・市民との協働事業

○地域社会の課題を共有し、「協働とパートナーシップに
基づくまちづくり」に取り組む観点から、図書館に求められ
る役割を追求し、地域社会の課題解決と向上をめざしま
す。
・地域情報を図書館に集め、市民と協働し、さまざまな事
業に取り組みます。
○地域の文化創造に積極的に参画し、コミュニティを活性
化するため、市民と協働し、さまざまな事業に取り組みま
す。
・豊中市身体障害者福祉会視覚部会、音点訳ボランティ
ア、障害福祉センターひまわりと図書館が協働・連携して
行う音点訳図書選定会議をはじめ、子どもをとりまく読書
環境整備の取組、しょうないＲＥＫ、北摂アーカイブスなど
の各事業を行うとともに、千里文化センター市民運営会
議、地域教育協議会などとも連携し事業に取り組みます。

各種団体、地
域の活動団
体・グループ
との共催・協
力事業実施回
数

760回 615回

・高川図書館では毎年度、地域の事
業所から依頼を受けて就労移行事業
の利用者実習を実施しており、3日間
の実習ではブックシャワーなど図書館
内での軽作業と振り返りを行いまし
た。また、就労移行事業「カフェマカロ
ン」を高川図書館のほっとサロンで毎
月1回実施しており、令和元年度は10
回開催して438人の参加がありまし
た。
・庄内図書館では図書館に関心を持
つ市民の皆様に、本の修理やコーティ
ングを中心とした活動（図書館サポー
ター）を実施しており、令和元年度はそ
の場を活用して、就労移行支援事業
に取り組む事業所の実習生1名を受入
れました。
・音点訳図書選定会議や音訳ボラン
ティアフォローアップ講座等を関係団
体・機関と連携して実施しました。

新型コロナウィルス感染拡大防止のた
め、ボランティアグループの活動が一
部休止を余儀なくされました。活動場
所の提供以外でも、様々な方法で活
動が継続できるようサポートしていくこ
とが必要です。

教
育
委
員
会
事
務
局
・
読
書
振
興
課

支えあい安心して暮らせる地域生活

（１）保健・医療

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

75
自立支援医療（更生
医療）

○身体障害のある人に対し、障害の軽減や機能回復を目
的とした医療処置を実施し、障害のある人の更生を促進さ
せ、治療を公費助成することにより経済的負担の軽減を
図ります。
・障害程度を軽くしたり、残された機能を回復させることを
目的として指定医療機関で手術を受ける場合、必要な医
療費を補助します。

①延利用
件数
②支給総額

-
①4,868件
②560,232,604
円

補助を行うとともに、制度の適正な執
行に努めました。

手術などの医療を受けることにより、
身体そのものの機能障害が改善・軽
減され、日常生活や職業生活に適合
することができるとともに、経済的負担
が軽減されました。

福
祉
部
・
障
害
福

祉
課
・
給
付
支
援

係

76
自立支援医療（育成
医療）

○身体に障害のある児童の福祉の向上を図るため、その
費用全部または一部を負担することによって、早期治療に
よる障害の除去ないし軽減を図り、生活能力を得ることを
目的とします。
・18歳未満の児童が指定医療機関で治療を受けることに
より、入院・通院にかかる医療費の一部を公費負担しま
す。

①延利用
件数
②支給総額

-
①143件
②2,884,579円

助成を行いました。

入院・通院にかかる医療費の一部を
公費負担することにより、早期治療が
図られるとともに、患者家族の経済
的・精神的負担の軽減が図られまし
た。

福
祉
部
・
障
害
福

祉
課
・
給
付
支
援

係

77
自立支援医療（精神
通院）の受付

○指定医療機関での通院による精神疾病の治療に対し、
治療費の一部を大阪府が公費負担するもので、市で申請
を受け付けています。

①受給者数
②支給総額

-
①7,763件
②-

申請の受付を行いました。
また、障害者福祉の手引き、市ホーム
ページ等を通じ、制度周知に努めまし
た。

通院にかかる医療費の一部を公費負
担することにより、継続的治療が図ら
れるとともに、経済的負担の軽減が図
られました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
・
給
付
支

援
係

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度
令和元
年度
担当課

中分類に
おける課題

様々な分野でメンタルヘルス問題への対応があるため、多分野多職種が適切な対処をできるように市民や関係者のリテラシー向上への取組みを継続する
必要があります。

今後の取組
「豊中市メンタルヘルス計画」実施計画に基づき市民や関係者のメンタルリテラシーの向上を目的に特に若年層や女性、働く人を対象とした講座に取り組
みます。
指定難病・小児慢性特定疾病以外の24時間人工呼吸器使用者の把握を行い、「防災プラン」を作成し、関係機関と共有します。

基本方針
障害やその原因の一つである疾病の発生予防、早期発見・早期治療・早期療育を図るとともに、障害のある人の心身の健康の維持・増進・回復を図るた
め、関係機関と密に連携しながら、ライフステージや心身の状況に応じた保健・医療サービスなどの充実に努めていくとともに、身近な地域において保健・医
療サービスを受けられる提供体制の充実を図っていきます。

令和元年度の
特徴的な取組

訪問看護ステーション等関係機関と連携して、24時間人工呼吸器使用者（指定難病・小児慢性特定疾病）に対して「防災プラン」を作成しました。
潰瘍性大腸炎をもつプロ野球選手を招いてトークイベントを開催し、難病にかかわりのない多数の市民へ難病の理解促進を図りました。
精神保健福祉問題にかかる各種講座、こころの健康づくりや精神疾患の早期発見・早期治療、社会復帰のための知識の普及講座を実施しました。
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

78
障害者医療費助成事
業

○重度の身体障害のある人、知的障害のある人、精神障
害のある人などを対象に医療費の一部を助成し、対象者
の健康の保持及び福祉の増進を図ります。
・各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く
医療費を助成します。

助成額 - 772,145千円
対象者に医療費の一部を助成し、対
象者の健康の保持及び福祉の増進を
図りました。

中度の障害のある人なども障害者医
療制度の対象に含めること、近隣府県
の医療機関で受診した場合において
も現物給付ができるようにすることを、
府に対して要望しました。

健
康
医
療
部
・
保
険
給
付

課

79
保険給付事業（精神・
結核医療給付金）

○国民健康保険被保険者の疾病などに関して必要な給
付を行い、健康の保持及び増進を図ります。
○障害者総合支援法に規定する精神通院医療など国保
条例に規定する医療を受けたときの自己負担金を助成し
ます。

精神・結核医
療給付金

- 58,519千円
障害者総合支援法に規定する精神通
院医療など国保条例に規定する医療
に関して必要な給付を行いました。

大阪府内の国民健康保険以外では実
施されていないことが多いため、医療
機関への周知が不可欠です。

健
康
医
療
部
・
保
険
給
付

課

80 老人医療費助成事業

○平成30年（2018年）４月１日より福祉医療の再構築によ
り廃止。
ただし、平成30年（2018年）３月31日時点の老人医療対象
者については、平成33年（2021年）３月31日までの経過措
置あり。

- - 73,565千円

平成30年（2018年）３月31日時点での
老人医療対象者に医療費の一部を助
成し、対象者の健康の保持及び福祉
の増進を図りました。

令和3年（2021年）3月31日をもって経
過期間が終了するため、その周知を
徹底する必要があります。

健
康
医
療
部
・
保
険
給
付

課

81
障害者（児）歯科診療
事業

○一般医院で治療が困難な障害のある人への歯科診療
の受診環境を整備し、保健・医療分野における障害のあ
る人に対する支援の充実を図ります。
・（一財）豊中市医療保健センターに事業委託し、市立庄
内保健センターにおいて一般医院で治療が困難な障害の
ある人の歯科診療を行います。（毎週水曜日14時から16
時。祝日、夏期（８月14日・15日）、年末年始期間除く）

受診者数 800人 544人
一般の歯科医院で治療が困難な障害
のある人への歯科診療を実施しまし
た。

対象者の歯科保健に寄与しました。施
設及び備品の老朽化が進んでいるこ
とが課題です。

健
康
医
療
部
・
健
康
政
策

課

82 精神保健福祉相談

○精神疾患の予防や精神障害のある人の早期治療の促
進、必要な治療の継続、社会復帰及び自立と社会経済活
動への参加の促進を図ります。
○精神保健福祉士、保健師、精神科医などが、保健所
内・外の面接、電話、家庭訪問などで、本人・家族・支援者
などからの相談に応じ、医療や福祉など各種社会資源に
関する情報提供や、関係機関への紹介、ケースワークな
どを行います。

相談延件数 6,500件 5,344件

市民、関係機関への相談窓口の周知
に努めました。
また、「豊中市メンタルヘルス計画」実
施計画に基づき多機関・多職種協働
で相談事業を含むメンタルヘルス対策
の総合的かつ計画的な取り組みを推
進しました。

市民や関係機関からの相談件数は横
ばいで推移しています。様々な分野で
メンタルヘルス問題への対応はあるた
め、多分野多職種が適切な対処をで
きるように市民や関係者のリテラシー
向上への取り組みを継続する必要が
あります。

健
康
医
療
部
・
保
健
予
防

課

83 精神保健福祉講座

○各種精神疾患の初期症状や前兆に気づき、早期に適
切な対処ができるよう知識の普及を図ります。
・こころの健康づくりや各種精神障害などに関する講座な
どを開催し、疾病の理解や治療、対処方法などについて
正しい知識の普及を行います。

受講者数 5,600人 2,981人

「豊中市メンタルヘルス計画」実施計
画に基づき多機関・多職種協働で講
座などを実施しました。また精神保健
福祉問題にかかる各種講座、こころの
健康づくりや精神疾患の早期発見・早
期治療、社会復帰のための知識の普
及講座を実施しました。

多機関・多職種協働で講座などを実施
し、知識の普及に取り組みました。学
校の実状に合わせた講座を実施しま
したが、実施回数が減少し、受講者数
が減少しました。市民や支援者のメン
タルヘルスリテラシーを向上させ、地
域ネットワークを広げるためには引き
続き知識の普及啓発が重要です。思
春期のメンタルヘルス対策のために
は、より一層学校との連携が必要で
す。

健
康
医
療
部
・
保
健
予
防
課

84 難病事業

○難病患者・家族が地域で安心して療養しながら生活で
きるよう支援し、患者及び家族の生活の質の維持・向上を
図ります。
・難病患者及び家族への療養相談の実施や、講演会の開
催、関係機関との連携により在宅療養生活の支援を行い
ます。

相談延件数 4,300人 3,271人

・新規患者の全数面接を実施し患者
のニーズを把握するとともに、医療・介
護・福祉・就労の関係機関等と相互に
連携し、患者のニーズに合った個別支
援を行いました。
・保健所にて就労相談会を実施しまし
た。
・また、訪問看護ステーション等関係
機関と連携して、24時間人工呼吸器
使用者（指定難病・小児慢性特定疾
病）に対して「防災プラン」を作成しまし
た。
・関係機関研修会を3回開催し、介護
支援専門員や訪問看護ステーション
等多くの参加がありました。
・潰瘍性大腸炎をもつプロ野球選手を
招いてトークイベントを開催し、難病に
かかわりのない多数の市民へ難病の
理解促進をはかりました。
・令和元年度より大阪北部地域神経
筋難病医療ネットワーク会議の事務局
を担当し、共同事務局の刀根山医療
センターとともに会議を実施し、災害
対策を情報共有し課題を検討しまし
た。
・難病児者支援対策会議の事務局会
議及び事業検討会議に参加し、広域
的な課題である医療提供体制や療養
生活支援体制について検討しました。

・令和2年1月以降の新型コロナウイル
ス感染症発生の影響で、訪問や面接
の件数が減少したり、大阪北部地域
神経筋難病医療ネットワーク会議の研
修会を中止しました。感染症蔓延時の
保健師や専門職による支援の方法・
手段を検討・変更する必要がありま
す。
・著名人を招いてトークイベントを実施
したことで、多くの難病にかかわりのな
い市民へ難病の理解促進をはかるこ
とができました。今後も、啓発の方法
を検討・実施する必要があります。

健
康
医
療
部
・
保
健
予
防
課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

85 ＨＩＶ抗原抗体検査

○HIV等感染者を早期に発見し、二次感染を防止するとと
もに、感染者の診療を早期に開始することを目的としま
す。
○プライバシーに配慮し、無料匿名の血液検査、検査前
後の相談面接を行います。検査の結果、陽性とわかった
人には医療機関の紹介も行います。

受験者数 250人 425人

梅毒の増加に伴いＨＩＶ・梅毒即日セッ
ト抗体検査を実施しました。
ＨＩＶは陽性者は２人でした。１人は結
果説明後、保健師が同伴受診し、医
療機関へつなぎました。梅毒は１８人
が陽性となり、医療機関の紹介を行い
ました。
また、プライバシーに配慮し、相談面
接を行いました。

HIV陽性者の１人は、保健師が同伴受
診し、医療機関へつないだため、不安
の軽減が図れました。

健
康
医
療
部
・
保
健
予
防

課

86 健康相談事業

○エイズや性感染症などの予防・症状・感染・治療につい
て、医師・保健師が相談を受けます。相談者が正しい知識
を持ち、不安の軽減を図るために面接・電話にて相談を受
けます。

相談者数 700人 1,076人

エイズや梅毒等の性感染症などの予
防や治療等について、電話や面接で
相談を受け、不安の軽減を図りまし
た。

電話や面接等で相談を実施し、不安
の軽減を図りました。

健
康
医
療
部
・
保
健
予
防

課

87 エイズ予防対策事業

○エイズについての正しい知識の普及啓発を行います。
・６月１日～７日：HIV検査普及週間
・12月１日：世界エイズデー
・学校で性感染症予防教育を実施するうえでの相談・支
援。

①イベント開
催回数
②参加者数

①25回
②6,000人

①20回
②5,567人

６月１日～７日のHIV検査普及週間、
12月１日の世界エイズデーに図書館
や保健所ロビーでポスターやパンフ
レットの掲示しました。また、駅頭に横
断幕を掲示したり、保健所のツイッ
ター等で啓発を実施しました。
性教育では、中学校１０校に実施しま
した。

図書館や駅頭の横断幕、保健所ツ
イッター等で広く啓発が実施できまし
た。
性教育では、毎年５～６校の実施であ
るが、１０校と増加しました。

健
康
医
療
部
・
保
健
予
防

課

（２）自立した生活の支援

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

88 居宅介護

○身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のあ
る人の家庭にヘルパーを派遣し、在宅生活を支援するとと
もに自立と社会参加を促進します。
・居宅において、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、
洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談、助言、そ
の他の生活全般にわたる援助を行います。

実利用人数 － 1,295人
障害者の家庭にヘルパーを派遣する
ことで在宅生活を支援するとともに自
立と社会参加を促進しました。

障害のある人の在宅生活を支援する
サービスであり、更なる事業所の増加
等が望まれます。

福
祉
部
・
障
害

福
祉
課

89 重度訪問介護

○重度の肢体不自由者及び重度の知的・精神障害のあ
る人で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、
食事の介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関
する相談、助言、その他の生活全般にわたる援助、外出
時における移動支援などを総合的に行います。また、最重
度の人で重度訪問介護を利用している人が入院した際に
は、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援
を行います。

実利用人数 － 60人

重度の肢体不自由者その他の障害の
ある人で常に介護を必要とする人に、
自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出
時における移動支援等を総合的に行
いました。

平成26年度より行動障害の著しい知
的障害のある人及び精神障害のある
人に対象が拡大されましたが、更なる
ニーズへの対応が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

90
障害者ホームヘルプ
サービス利用者支援
措置事業

○介護保険制度の訪問介護などの利用にあたり、障害者
施策によりホームヘルプサービスを利用していた低所得
の障害のある人などの利用者負担について軽減措置を講
じることによりサービスの継続的な利用の促進を図りま
す。

件数 － 0件

障害者施策によるホームヘルプサー
ビスを利用していた低所得者に対し、
負担軽減を行うことによって、継続して
サービスを利用できるよう支援する体
制を整えました。令和元年度は対象者
はいませんでした。

継続した事業周知が必要です。

福
祉
部
・
長
寿
安
心

課

91
訪問入浴サービス事
業

○家庭のみでは入浴が困難な重度障害のある人に対し、
必要な設備などを提供し、保健衛生の向上と福祉の増進
を図ります。
・重度身体障害のある人の居宅を訪問し、浴槽を提供して
入浴の介護を行います。

①実利用人数
②延利用回数

－
①27人
②1,398回

家庭のみでは入浴が困難な重度障害
のある人に対し、必要な設備等を提供
し、保健衛生の向上と福祉の増進を
図りました。

平成27年度より月当たりの利用回数
を10回に拡大したことに伴い、対応で
きる事業所の確保が望まれます。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

中分類に
おける課題

家族勉強会など、発達障害について知る機会や同じ立場の人と交流する機会をつくることができましたが、今後は新規参加者の促し、他者との交流の場を
設けるなど、次のステップへの展開が課題です。
市域における重症心身障害者の医療的ケアの支援スキル伝達事業においては、日中活動の場の確保に向けて、より具体的な運営方法や受け入れ課題
の抽出が必要です。

今後の取組

市民講座を実施し、発達障害への気づきや理解を深める機会を設けます。
発達障害に起因して日常生活に問題を抱える本人及び家族に対し、児童発達支援センター、基幹相談支援センター、保健所など関係機関と連携し、切
れめのない支援を行います。
医療的ケアの支援スキル伝達事業において、令和2年度に創設した医療的ケアのある重症心身障害者にかかる施設運営補助金の活用をもとに、日中活
動の場の確保に向けて取り組んでいきます。

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度
令和元
年度
担当課

基本方針
障害のある人の心身の状況やニーズを的確に把握し、生涯を通じて一貫したきめ細かな支援ができるよう、保健・医療・福祉その他関係分野の総合的な
連携のもとに生活支援施策、障害福祉サービスの一層の充実、事業所の質の向上に努めていくために、利用者が主体的に障害福祉サービスを選択でき
る支援を充実していくとともに、福祉サービスの質の向上及び量の確保を図っていきます。

令和元年度の
特徴的な取組

既存建物の活用によるグループホーム開設事業費補助の受付を行い、5施設に対し22床分の補助金を交付しました。
発達障害者支援事業において家族勉強会を実施し、発達障害の理解、家族間の交流を深める機会としました。
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

92
施設入浴サービス事
業

○家族のみでは入浴が困難な重度障害のある人に対し、
必要な設備などを提供し、保健衛生の向上と福祉の増進
を図ります。
・入浴設備での入浴の介護を行います。

①実利用人数
②延利用回数

－
①14人
②598回

家族のみでは入浴困難な重度障害の
ある人に対し、必要な設備等を提供
し、保健衛生の向上と福祉の増進を
図りました。改修工事終了後、新しい
機器の導入もあり、利用者のニーズを
聞きながら実施してきました。

障害福祉センターひまわりのみでの提
供であり、空き状況により利用が難し
いときがありましたが、利用者のニー
ズに対応できたと思います。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

93
在宅給食サービス事
業

○食の確保が困難な在宅の障害のある人に対して、栄養
バランスの取れた食事を定期的に提供し、健康維持や疾
病予防を図るとともに、配食時に安否確認を実施し、地域
で安心して暮らせるよう食の自立を支援します。

給付決定人数 － 10人

食事作りが困難な在宅の障害のある
人に対して栄養バランスの取れた食
事を定期的に提供するとともに、安否
確認も兼ねて対象者の居宅を訪問し、
食事を提供しました。

安否確認を実施する民間の給食サー
ビス提供事業者が参入してきており、
事業の再構築が課題です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

94 発達障害者支援事業

○主として発達障害に起因する日常生活上の問題に対し
て医療リハ職、社会福祉職等の専門職が支援することに
よって、発達障害者の福祉の向上を図ります。身近な地
域で専門職からの相談・支援が受けられる体制の充実を
図るとともに、特にひきこもり等に対してはアウトリーチや
他機関と重層的な連携を図ることで切れめのない支援を
行っていきます。

支援延件数 360件 507件

・発達障害に起因して日常生活に問題
を抱える本人及び家族に対して、社会
福祉職等の専門職が支援しました。
・家族勉強会を実施し、発達障害の理
解、家族間の交流を深める機会としま
した。市民講座も予定しましたが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止としました。
・児童発達支援センター、くらし支援課
や保健所と支援会議を行い、連携を
深めました。

・家族勉強会などで、支える人が発達
障害について知る機会、同じ立場の人
と交流する機会となりました。
居場所支援で行った開放デーでは、
少人数ながらも定着が図れました。今
後は、参加の促し、他者との交流の場
など次のステップへの展開が課題で
す。
・大人の発達障害への認知度は高
まってきていますが、支援へつなげる
には、まだまだ掘り起こしが必要で
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

95 機能回復訓練

○心身の障害によって生活機能が低下あるいはその恐れ
がある者に対して、社会的機能訓練を行うとともに、介護
者を含めて家庭で継続して行える訓練方法の指導および
助言を行います。
・個別、集団訓練、および指導を行います。対象者及び介
護者に対する助言を専門職が行います。

①利用人数
②利用延回数

①25人
②200回

①2人
②21回

生活機能が低下している状態から、訓
練を実施し、介護者も含めて家庭で継
続して行える訓練方法を指導及び相
談を行い、日常生活動作の維持・向上
を促進しました。

生活機能が低下している状態から、訓
練を実施しました。
日中活動の場に出向き、相談や困り
ごとに助言する訪問支援などの周知を
図る事業の周知に努めます。また、児
童発達支援センターと切れめなく支援
できるよう連携が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

96 歩行訓練

○視覚障害のある人に歩行訓練及び日常生活訓練を行
うことにより、自立支援・社会参加の促進を図ります。
・訓練は週２回以内、３時間単位、期間６か月以内。

歩行訓練延回
数 250回 163回

視覚障害のある人に対し、通勤、通院
等の場面での歩行訓練、ITでの情報
収集などの生活訓練を行い、社会参
加の促進を図りました。

視覚障害のある人に対し、通勤、通学
等の歩行訓練を行いました。近年、通
学されている方の相談や重複障害の
ある方の相談が多く、わかりやすい説
明や特性に応じた対応が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

97
障害者外出支援サー
ビス事業

○一般の交通手段を利用することが困難な障害のある人
の移動を支援し､福祉の増進を図ります。
○対象者のうち希望する人をあらかじめ登録し、市内や隣
接市等への移動を自動車で支援します。

①登録者数
②利用回数

－
①478人
②2,278回

一般の交通手段を利用することが困
難な障害のある人の移動を支援しまし
た。
予算内で対応可能な範囲で、箕面支
援学校通学者に限り実施している月3
回利用の特別的取扱いを継続し、移
動を支援しました。

65歳以上になると移行する高齢者外
出支援（送迎）サービスの内容との差
が課題です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

98 行動援護

○行動上著しい困難を有する障害のある人などの外出の
機会を確保します。
○対象となる障害のある人などが行動する時に、危険を
回避するために必要な援護、外出時における移動中の介
護、排せつ及び食事などの介護を行います。

延利用人数 ― 205人

行動上著しい困難を有する常時介護
を要する人が行動する時に、危険を回
避するために必要な支援、外出支援
を行いました。

行動援護従事者の増加が望まれま
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

99 同行援護

○視覚障害により移動に著しい困難を有する障害のある
人などが外出する時に、障害のある人などに同行し、移動
に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他、障
害のある人などが外出する際の必要な援助を行います。

延利用者数 ― 2,150人

視覚障害により、移動に著しい困難を
有する障害者等について同行援護を
行うことにより社会参加等について必
要な支援を行いました。

同行援護従事者の増加が望まれま
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

100 移動支援

○社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動などの社
会参加のための外出の際の移動を支援し、障害のある人
などの地域における自立生活及び社会参加を促進しま
す。

延利用人数 ― 13,395人
障害のある人にガイドヘルパーを派遣
し、自立と社会参加を促進しました。

障害のある人の社会参加、余暇活動
等に寄与するサービスであり、今後の
事業者の増加が望まれます。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

101
豊中市役所自動車駐
車場使用料割引

○障害のある人の社会参加の促進のため、身体障害者
手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人、その他市長がこれらの人に準ずると認められる
人が運転または同乗している自動車を駐車させる時に使
用料の割引を行います。

障害者手帳に
よる減免件数

- -

駐車場を運営するタイムズ24株式会
社（令和元年9月まで）と、名鉄協商株
式会社（令和元年10月より）が、障害
者手帳による割引を行いました。

-

総
務
部
・
行
政
総
務

課

102 生活介護
○常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事
の介護などを行うとともに、創作的活動、生産活動の機会
を提供します。

延利用人数 － 14,009人

常に介護を必要とする人に、昼間、入
浴・排せつ・食事の介護等を行うととも
に、創作的活動又は生産活動の機会
を提供することができました。

利用希望に対して、受入事業所が待
機状態であり、すぐに利用ができませ
ん。特に医療的ケアに対応できる事業
者の増加が望まれます。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

103 療養介護

○医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓
練、療養上の管理、看護、介護、日常生活上の世話を行
い、利用者の福祉の増進を図ります。
・医療機関への長期入院による医学的管理のもとに、食
事や入浴、排せつなどの介護や日常生活上の相談支援
などを行います。

実利用人数 － 49人

医療と常時介護を必要とする人に、医
療機関で機能訓練、療養上の管理、
看護、介護及び日常生活上の世話を
行うことにより福祉及び医療の増進を
図ることができました。

利用希望に対して、受入事業所が待
機状態であり、すぐに利用ができませ
ん。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

104 自立訓練

○地域生活を希望する人が、自立した日常生活、社会生
活を送ることができるよう支援します。
・障害のある人の身体機能、生活能力の向上のために必
要な訓練その他の便宜を行います。

延利用人数 － 528人

一定期間、身体機能又は生活能力の
向上のために必要な訓練を行うことに
より自立した日常生活又は社会生活
ができるようになりました。

事業所数が少なく、また、機能訓練に
ついては事業所がなく、ニーズに対応
するため新たな参入が望まれます。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

105
自立生活援助

○障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障
害のある人でひとり暮らしを希望する人等について、一定
期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応を行うこ
とで、本人の意思を尊重した地域生活を支援します。

延利用人数 － 29人

障害者支援施設やグループホーム等
を利用していた障害のある人でひとり
暮らしを希望する人等について、一定
期間にわたり、定期的な巡回訪問や
随時の対応を行うことで、本人の意思
を尊重した地域生活を支援しました。

支援を必要とする人のニーズに対応
するため、更なる事業所の増加等が
望まれます。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

106 短期入所

○障害のある人が居宅において介護を受けることが一時
的に困難となった場合に、施設に短期間の入所をさせ、障
害のある人やその家族の福祉の向上を図ります。
・障害者支援施設やその他の施設で、短期間、入浴、排
せつ、食事などの介護や日常生活上の支援を行います。

延利用人数 － 4,551人

障害のある人が居宅において介護を
受けることが一時的に困難となった場
合に、短期入所することにより、障害
者及びその家族の福祉の向上を図り
ました。

平成27年度より医療型短期入所事業
所が2事業所指定されましたが、ニー
ズに対応できる取り組みが必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

107
短期入所緊急利用事
業

○身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のあ
る人が居宅において介護を受けることが一時的に困難と
なった場合に、短期入所することにより、障害のある人や
その家族の福祉の向上を図ります。
・自立支援給付の短期入所とは別に、豊中市が民間事業
所の空床を１床確保し、家族の急な疾病などの緊急時の
利用に対応します。

延利用人数 － 21人

障害のある人が居宅において介護を
受けることが一時的に困難となった場
合に、短期入所することにより、障害
のある人及びその家族の福祉の向上
を図ることができました。

ここ数年、短期入所事業所が充足して
きているため、利用者数が低迷してい
ました。制度のあり方等について検討
を行い、令和元年度を持って本事業を
廃止することとしました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

108 日中一時支援

○障害のある人などの日中における活動の場、障害のあ
る人などの家族の就労支援、障害のある人などを日常的
に介護している家族の一時的な休息を確保します。
・日中、障害のある人などに活動の場を提供し、見守り、
社会に適応するための日常的な訓練を行います。

延利用人数 － 750人

障害のある人等の日中における活動
の場を確保し、障害のある人等の家
族の就労支援及び障害のある人等を
日常的に介護している家族の一時的
な休息を図りました。

児童の継続利用（タイムケア）につい
ては、放課後等デイサービスとの役割
が明確化されており、制度の趣旨に
沿って運用する必要があります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

109
地域活動支援セン
ター事業

○障害者生活支援については、在宅の障害のある人に対
し在宅福祉サービスの利用援助、社会参加の活用や社会
生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相
談、情報の提供を総合的に行うことにより障害のある人や
その家族の地域における生活を支援し、在宅の障害のあ
る人の自立と社会参加の促進を図ります。
○地域活動支援センター事業については、地域で生活す
る障害のある人の日常生活の支援、日常的な相談への対
応や地域交流活動などを行うことにより障害のある人の
社会復帰と自立、社会参加を図ります。

①相談支援型
延利用回数
②活動支援型
延利用回数

①10,000
回
②200回

10,117件
174回

在宅障害者の自立と社会参加の促
進、地域で生活する障害のある人の
日常生活の支援、日常的な相談への
対応や地域交流活動等を行うことによ
り、障害のある人の社会復帰、自立と
社会参加を図ることができました。

引き続き障害のある人の社会参加の
ため、利用促進を図ります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

110 たちばな園施設運営

○たちばな園の利用者に安全・快適な日中活動の場を提
供します。
・個別支援計画を作成し、それに基づいて利用者に日中
活動支援、送迎バス内での支援、看護師による日常的な
健康管理、医師による定期的な健康管理を提供します。
また、必要に応じて家族との連絡・相談支援を行います。

①登録者数
②月平均利用
者数

②30人 24人

指定管理事業者による運営は、引き
継がれた内容と協定書に基づき安心
安全かつ円滑に進めることができまし
た。また、利用者・家族・職員にバック
アップとしてモニタリングを行い指定管
理事業者にフィードバックすることで、
サービス水準の向上に取り組むととも
に、市域における重症心身障害者の
医療的ケアの支援スキル伝達事業を
実施し、日中活動の場の確保に向け
て取り組みを重ねました。

協定書に基づき安心安全な運営を進
めることができました。また、中間評価
の結果「問題のない運営状況」でし
た。市域における重症心身障害者の
医療的ケアの支援スキル伝達事業に
おいて日中活動の場の確保に向けて
より具体な運営方法や受け入れ課題
の抽出が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

111 補装具

○身体障害のある人に対して補装具を交付及び修理する
ことにより、身体障害のある人の身体上の障害を補いま
す。
・交付申請を受け、補装具費用などを支給します。

交付及び修理
件数

－ 765件 補装具費を適切に支給しました。
障害のある人が補装具の支給を受け
て、活動や行動範囲が広がり社会参
加につながりました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

112 日常生活用具

○在宅の障害のある人や難病患者などに対し、それぞれ
の障害に応じて日常生活を容易にするため、蓄便袋や蓄
尿袋、特殊寝台などの日常生活用具の給付（一部貸与）
を行うことにより、日常生活の便宜を図ります。

①日常生活用
具給付件数
②小児慢性特
定疾患日常生
活用具給付件
数

－
①9,263件
②3件

在宅障害者等の日常生活の便宜が図
られるよう、日常生活用具給付費を適
切に支給しました。

日常生活用具を給付等することによ
り、在宅障害者等の日常生活の便宜
が図られました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

113 難聴児補聴器
○身体障害者手帳の交付の対象とならない補聴器の購
入に要する費用の一部を補助するとともに、その検査に
要した費用を支給します。

交付件数 － 11件 難聴児の補聴器の交付・修理を適切
に支給しました。

軽度・中等度の難聴児の言語習得や
教育等における健全な発達を支援し、
福祉の向上を図りました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課
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令和元
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№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

114
福祉電話・ファックス
貸与

○福祉電話：身体障害のある人に対して､電話料金の一
部を助成することで､経済的負担の軽減とコミュニケーショ
ン、緊急連絡の手段としての電話の保有､維持を図りま
す。
・難聴者や外出困難な在宅の身体障害のある人に対し
て、福祉電話を貸与し、使用料（基本料金）の負担を行い
ます。
○ファックス：重度の聴覚障害のある人にファックスを貸与
し、市と聴覚障害のある人との意思疎通を図るとともに、
情報の収集、緊急時の相互連絡など社会生活におけるコ
ミュニケーションの円滑化を図ります。

①福祉電話貸
与台数
②ファックス貸
与台数

－
①２5台
②3台

貸与を行いました。
また、ファックス貸与については、耐用
年数を勘案し、貸与から日常生活用
具の給付へと見直し、効率化をめざし
ました。

・福祉電話：福祉電話を貸与すること
で通信手段を確保し、安心できる生活
環境の整備を図りました。
・ファックス：市と聴覚障害者との通信
手段を確保し、聴覚障害者が安定して
生活できる環境の整備に寄与しまし
た。
またファックスについては、貸与から日
常生活用具給付へと見直しを行いまし
た。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

115 施設入所支援

○施設入所者の福祉の増進を図ります。
・夜間に介護が必要な人、通所が困難な自立訓練、就労
移行支援の利用者に対し、夜間における入浴、排せつな
どの介護や日常生活上の相談支援などを行います。（自
立訓練、就労移行支援の利用者は利用期間が設定され
ます。）

実利用人数 － 229人
地域生活を営むのが困難な障害のあ
る人に対して福祉の増進を図りまし
た。

利用希望に対して、受入事業所が待
機状態であり、すぐに利用ができない
状況です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

116
障害者福祉施設整備
補助

○社会福祉法人などが行う新規の施設整備や既存施設
のスプリンクラー、自動火災報知機、防犯設備整備に要す
る費用の一部を補助することにより、施設利用者などの福
祉の向上を図ります。
・社会福祉施設の整備にかかる事前協議に基づき、市と
して審査を行い、国に対して協議を行います。
・原則として、国庫基準額に対し国庫負担が２分の１、中
核市負担が４分の１、事業所負担が４分の１です。

助成施設数 － 1件

・社会福祉法人が補助金を使ったグ
ループホームの新規整備を行うことに
伴い、選定部会にて審査し、国庫補助
申請を行いました。

・障害福祉計画に沿った施設整備を行
う必要があります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

117 共同生活援助

○地域での生活を望む障害のある人に対し、夜間や休
日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助な
どを行うことにより、障害のある人の自立生活を支援しま
す。

実利用人数 － 340人

地域での生活を望む障害のある人に
対し、夜間や休日、共同生活を行う住
居で、相談や日常生活上の援助等を
行うことにより、障害のある人の自立
生活を支援しました。

利用ニーズに対応するためのグルー
プホームの確保、設置推進、空き状況
等の情報集中化等の課題がありま
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

118
グループホーム開設
助成

○市内にグループホームを開設しようとする事業者に対
し、利用定員ごとに定めた補助基本額（備品購入費、改修
工事費などを含む）を助成することにより、グループホーム
の設置を促し、障害のある人の地域移行の促進を図りま
す。

開設助成によ
る増加床数

17床 22床

・既存建物の活用による開設事業費
補助の受付を行い、5施設に対し22床
分の補助金を交付しました。
・次年度以降のグループホームの整
備について、市内事業者等を対象に
アンケート調査を行いました。

・開設事業費を補助することにより、グ
ループホームの整備が促進できまし
た。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

119
重度障害者入院時コ
ミュニケーション等支
援事業

○重度の障害のため、意思疎通に支援が必要な人が医
療機関に入院した際に、本人との意思疎通に熟達した人
を「コミュニケーション支援員」として派遣することにより、
安心して医療を受けられる環境を整えます。

延利用人数 － －

重度の障害のため、意思疎通に支援
が必要な人が医療機関に入院した際
に、本人との意思疎通に熟達した人を
「コミュニケーション支援員」として派遣
することにより、安心して医療を受けら
れる環境を整えました。

コミュニケーション支援を通じて、医療
を適切に受けることができるよう、支援
しました。
重度訪問介護（障害支援区分6）でも
利用ができるようになったため、利用
人数が減少しています。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

120 奉仕員養成研修事業

○障害のある人の社会参加・日常生活支援を目的とした
ボランティア団体などの支援者を養成し、障害のある人の
福祉の向上を図ります。
・手話・点字・要約筆記・音訳などのボランティア養成講習
会の実施、及びボランティア団体の活動支援

受講者数/年 90人 70人

奉仕員養成講習会では、基礎講習と
して、地域で障害のある人に出会った
とき対応していただける技術・知識を
身に着ける機会となりました。また、講
習会を終了した受講者には地域のボ
ランティア団体を紹介し、今後の活動
へのきっかけづくりをしました。手話通
訳奉仕員入門講座においては、一時
保育を実施し、子育て世代の参加を図
りました。

障害のある人の社会参加、日常生活
を地域で支援する技術ある人の養成
は、必要性が高いので、一時保育の
導入で、子育て世代の参加が図れた
ように、参加しやすい講習会の実施な
どあり方が課題です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

121
手話通訳・要約筆記
奉仕員派遣

○聴覚障害のある人などの社会参加を支援するため、手
話技術などを修得した手話通訳・要約筆記奉仕員を派遣
し、聴覚障害のある人などの家庭生活・社会生活における
コミュニケーションを円滑に行います。
・事前登録した聴覚障害のある人などからの申し込みによ
り手話通訳・要約筆記奉仕員を派遣します。
○緊急時の支援をするため、手話技術などを修得した通
訳者を消防局との連携により、医療機関に派遣し、医師な
どとの意思疎通を円滑に行います。
・緊急時派遣は、事前に登録した人が消防局に救急車依
頼をした場合、病院に通訳者を派遣します。

①派遣奉仕員
登録数
②派遣延回数
（緊急時派遣
含む）

①45人
②480回

①42人
②451回

手話通訳者・要約筆記者を派遣するこ
とで聴覚障害のある人の社会参加、
自立支援を促進しました。
また、他課が講演会等をする際に通
訳者を紹介することで、情報保障など
の環境整備の促進を図りました。
緊急時通訳者派遣事業では、消防局
と連携し、1件の派遣を行いました。ま
た、消防局が実施しているメールや
NETからの要請にも対応するようにし
ました。

手話通訳者、要約筆記者を派遣する
ことで聴覚障害のある人の社会参加、
自立支援を促進しました。
また、他課や企業からの派遣依頼もあ
り、専門性の高い通訳が求められるこ
とへの対応が必要です。
緊急時通訳者派遣では、今後も対応
出来る通訳者の養成が必要です。
通訳者の高齢化や派遣依頼数に対
し、登録者数の横ばいである状態が
課題であり、養成は急務です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

122 手話通訳

○手話通訳者を設置し、聴覚障害のある人とのコミュニ
ケーションを円滑に行います。
・福祉センター事業全般における通訳、生活などの総合相
談の通訳・相談。
○手話通訳者を設置し、聴覚障害のある人とのコミュニ
ケーションを円滑に行います。

手話通訳・相
談回数

500回 489回
聴覚障害のある人のための手話通
訳、生活相談を行い、他機関に繋げる
など対応しました。

障害特性に応じた情報発信や提供が
必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

123
「障害者福祉の手引
き」の発行

○障害のある人が利用できる各種制度と相談窓口や社会
資源についてまとめた冊子を発行します。内容を充実させ
るとともに、情報に変更があれば迅速に反映し、わかりや
すく伝えます。
・障害のある人が利用できる各種制度とその相談窓口を
わかりやすく案内し、その他活用可能な社会資源を紹介
する冊子。障害のある人が気軽に手に取ることができ、な
おかつ新しい情報を迅速に反映することをめざします。

- - -
わかりやすい「障害者福祉の手引き」
の作成に努めました。

令和元年度版「障害者福祉の手引き」
を発行し,障害のある人が利用できる
各種制度とその相談窓口を案内する
ことができました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

124 身体障害者手帳

○身体に障害のある人に対して、その人の状態に応じた
障害等級を認定し、身体障害者手帳を交付します。また、
診断書料を支給することにより、申請者の経済的負担を
軽減し、福祉の増進を図ります（市民税非課税世帯に限り
ます）。

身体障害者手
帳所持者数

- 13,725人 手帳の交付を行いました。

手帳を取得することにより､障害福祉
サービスをはじめ､医療費や補装具・
日常生活用具費等の必要となる費用
の軽減などの援護が受けられ､福祉の
増進に寄与しました｡

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

125
精神障害者保健福祉
手帳

○精神障害のある人に対して、その人の状態に応じた障
害等級を認定し、精神障害者保健福祉手帳を交付しま
す。

精神障害保健
福祉手帳交付
件数

- 3,987人

手帳の交付を行いました。
また、障害者福祉の手引き、市ホーム
ページ等を通じ、制度周知に努めまし
た。

手帳を取得することにより､障害福祉
サービスをはじめ､必要な援護が受け
られ､福祉の増進に寄与しました｡

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

126 療育手帳の受付
○療育手帳の申請を受け付け、大阪府に進達し、手帳の
交付などを行います。

療育手帳所持
者数

- 3,368人
手帳申請を受け付け、交付などを行い
ました。

障害のある人が手帳を取得することに
より､障害福祉サービスをはじめ､交通
費等の割引他必要となる費用の軽減
などの援護が受けられ､福祉の増進に
寄与しました｡

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

127
高額障害福祉サービ
ス

○同一世帯に障害福祉サービス利用者が複数いる場合
などに、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式
により世帯における利用者負担を世帯の負担月額負担上
限額まで軽減を図ります。

実利用人数 － 33人
利用者負担を基準額まで軽減を図る
ことにより、福祉の増進を図りました。

広報誌、ホームページ等で引き続き制
度の周知を図る必要があります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

128 福祉手当
○重度の障害のある人を経済的に支援するため、特別児
童扶養手当などの支給に関する法律などに基づき、重度
の在宅の障害のある人に支給します。

①特別障害者
手当
受給者数
②障害児福祉
手当
受給者数
③経過的福祉
手当
受給者数
④特別児童扶
養手当受給者
数

－

①504人
②192人
③17人
④775人

各手当を適切に支給しました。
また、障害者福祉の手引き、広報、市
ホームページ等を通じ、制度周知を行
いました。

手当を給付することにより、就労が困
難な障害のある人の保護者にとって、
生活安定の一助となりました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

129 外国人障害福祉金

○障害基礎年金などを受けることのできない重度の心身
障害のある人に対し、在日外国人障害者福祉金を支給
し、福祉の増進を図ります。
・国民年金制度の改正が行われた昭和57年(1982年)１月
１日以前に20歳に達していた外国人で障害基礎年金など
を受けることのできない重度の心身障害のある人に対し、
在日外国人障害者福祉金を支給します。

受給者数 － 1人 手当を適切に支給しました。
在日の外国人で障害者のある人の経
済的な保障に貢献しました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

130
特定障害者特別給付
費

○指定障害者支援施設など、また共同生活住居における
食事の提供に要した費用、居住に要した費用について、
特定障害者特別給付費を支給します。
・低所得者にかかる施設などにおける食費や居住に要す
る費用について特定障害者特別給付費を支給し、利用者
の負担を軽減します。

①給付件数
（入所）
②給付件数
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

－
①210件
②331件

①低所得者に係る施設等における食
費や居住に要する費用（食費・光熱水
費）について特定障害者特別給付費
を支給し、負担軽減を行いました。
②グループホームの家賃補助を行うこ
とにより、障害のある人は生活困窮者
が多数という現状から入所施設、精神
科病院等からの地域移行及び地域定
着について経済的支援を進めました。

入所施設については、平成27年度の
報酬改定により基準額の見直しが行
われましたが、今後の動向についても
注視が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

131
在宅重度障害者介護
料支給事業

○在宅の重度障害のある人にかかる介護料を支給するこ
とによって在宅生活の維持を図ります。
・生活保護の適用を受けている重度障害のある人が在宅
で他人の介護を要する場合に月額13,000円を支給しま
す。

対象世帯 － 3世帯

地区担当員が定期的に家庭訪問を行
い、在宅生活が維持されているか生
活状況を把握し、介護料を支給しまし
た。

在宅重度障害者にかかる介護料を支
給することによって施設生活に移行す
ることなく、住み慣れた地域で在宅生
活の維持を図りました。
対象者が65歳に到達した際には介護
保険制度と障害福祉サービスの併用
および本事業を活用し、在宅生活の維
持のために生活状況を把握し、関係
機関と連携する必要があります。

福
祉
部
・
福
祉
事
務
所

132
介護給付費等支給審
査会

○障害支援区分の審査判定業務を行うとともに、意見を
聞き、支給要否を決定します。
・委員数は25名以内。
５合議体。

①審査会開催
回数
②審査判定
件数

-
①50回
②977件

障害支援区分の審査判定業務を行う
とともに、介護給付費等の支給につい
て意見を聞き、支給要否を決定しまし
た。

５合議体で審査判定を行っており、合
議体によって審査基準に違いがないよ
う、統一を図ることが課題です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

133 介護保険料の減免

○身体障害者手帳１～４級、療育手帳Ａ・Ｂ１、精神障害
者保健福祉手帳１・２級、難病患者に対し、介護保険料の
減免を行い（所得制限あり）、経済的負担の軽減を図りま
す。

減免者数 - 1,794件

身体障害者手帳１～４級、療育手帳
Ａ・Ｂ１、精神障害者保健福祉手帳１・
２級、難病患者に対し、介護保険料の
減免を行い（所得制限あり）、経済的
負担の軽減を図りました。

保険料水準の上昇に伴う低所得者対
策強化や増大する介護費用の公平負
担といった観点からの対策が必要で
す。

健
康
医
療
部
・
保
険

資
格
課

134 国民年金事業

○すべての国民を対象に老齢、障害または死亡に関して
必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与
することを目的とします。
・国民年金加入・喪失・住所変更
・氏名変更・請求の受付のほか、年金相談業務を行いま
す。

①相談件数
②請求者件数

-
①21,228件
②579件

国民年金法および政令等の定めに基
づき、法定受託事務を適正に執行し、
国民年金制度の目的を達成するため
に必要な役割を果たしました。

年金事務所との迅速で密な連絡調整
を行います。

健
康
医
療
部
・
保
険

資
格
課

135
国民健康保険料の減
免

○身体障害者手帳１～４級、療育手帳Ａ・Ｂ１、精神障害
者保健福祉手帳１・２級、難病患者に対し、国民健康保険
料の減免を行い（所得制限あり）、経済的負担の軽減を図
ります。

減免者数 - 2,846件

身体障害者手帳１～４級、療育手帳
Ａ・Ｂ１、精神障害者保健福祉手帳１・
２級、難病患者に対し、国民健康保険
料の減免を行い（所得制限あり）、経
済的負担の軽減を図りました。

国保広域化に伴い、府内統一基準に
よって減免が行われるため、制度見直
しや条例改正を行う必要があります。

健
康
医
療
部
・
保
険
資

格
課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

136 事業所指定
○障害福祉サービスの提供を行う事業所などの指定（更
新を含む）を行います。

事業所数 - 610か所

事業所の指定を適切に行うことによ
り、事業所の適正な運営を図りまし
た。
※令和元年度より障害児相談支援事
業所の指定事務がこども政策課に移
管されましたので、事業所数合計から
除いています。（28か所）

指定にあたっては、建築基準法や消
防法等の他法令も守られていることが
求められるため、建築部局や消防部
局とのさらなる連携が必要となります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

137 事業所指導・監査
○指定障害福祉サービス事業所などの指導・監査を通じ
て、サービス提供の質を確保していきます。

実地指導実施
事業所数

120事業所 168事業所

障害福祉サービス事業者や障害児支
援事業者等に対し、障害福祉サービ
ス制度の理解や不正防止等を目的と
して、集団指導や事業者連絡会での
留意事項の周知をしました。
また、実地指導を通じて、サービス提
供体制の安定確保に努めました。

・実地指導や監査には幅広い分野の
知識が求められることから、担当職員
の知識及び技能の向上が必要です。
・指導業務における効率的な実施手
法を確立する必要があります。

福
祉
部
・
福
祉
指
導
監

査
課

（３）生活環境

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

138 バリアフリー化の推進

○高齢者・障害のある人などあらゆる人が社会活動に参
加できるよう、公共に関するバリアフリー化の円滑な事業
進捗を図るため実施します。
・市のバリアフリー化全般について市民の意見を聞き、ま
た交通など他の事業者の事業についての状況把握と協議
を行うため、「豊中市バリアフリー推進協議会」を運営しま
す。
・だれもが安全で利用しやすい施設設置をするため、事業
者の希望により障害のある人のチェックを受け、その意見
を参考として工事を実施することを目的とした豊中市独自
のチェックシステムの運営を図ります。

バリアフリー
推進協議会開
催回数

9回 1回

・バリアフリー推進協議会を通じて市
民の代表の方、交通事業者、行政機
関、及び学識経験者と市のバリアフ
リーについて情報共有しました。
・車いす使用者等の安全で快適な通
行を確保するため、予め道路上のバリ
アの存在を注意喚起するサイン（バリ
アサイン）を設置しました。

バリアフリー化について新たな取り組
みの積極的な導入が必要です。

都
市
基
盤
部
・
基
盤
整
備

課

139
住居地区バリアフリー
整備

○市全域のバリアフリー化を図るため、住居地区の生活
道路のバリアフリー整備を進め、だれもが安全で便利に移
動できるようにします。
・生活道路などのバリアフリー整備を計画的かつ効果的に
実施するため、地区単位で市民意見を反映しながら計
画、設計、工事を順次進めます。
・５～６小学校区単位で地区を設定し、平成32年度(2020
年度)までに市全域の事業を完了する予定です。

整備地区数 8地区 1地区

・「上野・少路・野畑・東豊台・北緑丘小
学校区住居地区バリアフリー整備事
業計画」に基づき工事を実施しまし
た。
・「大池・螢池・桜井谷・刀根山・桜井谷
東小学校区バリアフリー整備事業計
画」に基づき設計を実施しました。
・本事業開始からこれまでの整備工事
実施状況について、事後調査を行い
ました。

バリアフリー化について新たな取り組
みの積極的な導入が必要です。

都
市
基
盤
部
・
基
盤
整
備

課

140 歩道改良整備

○歩道の「狭い」、「勾配がきつい」、「段差・凹凸がある」
などの問題に対処し、安全で快適な歩行空間を形成しま
す。
・『歩道改良実施計画（改訂版）』に基づき、市内の主要な
道路において計画的、効果的に歩道改良整備を実施しま
す。

整備延長
11,765
メートル

464
メートル

以下に示す路線の歩道を改良し、安
全で快適な歩行空間を形成しました。

・東豊中線（3工区）
・曽根箕面線（1-2工区）

事業予算が少なく、国の交付額も要望
よりも少ないため、計画通りの整備が
難しいです。

都
市
基
盤
部
・
基
盤
整
備

課

中分類に
おける課題

バリアフリー化について、積極的に新たな取組を導入する必要があります。
市発信情報バリアフリー化ガイドラインの運用について庁内全体へ行き渡らせる必要があります。

今後の取組
市発信情報バリアフリー化ガイドラインについて、庁内講師出前研修への掲載、さらなる周知を進めていきます。
今後のバリアフリー化を推進するマスタープランを検討します。

基本方針

障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らしたい、という意思が実現できる地域づくり・まちづくりを進めるため、住宅や公共施設、道
路、公共交通機関などの環境整備を進め、福祉のまちづくりの普及・促進を図り、計画的な道路交通環境や公共交通機関、公園などの整備とともに、住宅
のバリアフリー化や障害のある人などの住宅確保要配慮者への支援を行っていきます。
また、障害のある人の暮らしに役立つ情報や各種支援制度・サービスの利用に関する情報をより多様な媒体を通じて提供していくために、市発信情報のバ
リアフリー化を推進していくとともに、だれもが利用しやすい市ホームページ等での情報提供を行っていきます。

令和元年度の
特徴的な取組

車いす使用者等の安全で快適な通行を確保するため、あらかじめ道路上のバリアの存在を注意喚起するサイン(バリアサイン)を設置しました。
障害のある人への配慮を推進するため、人権研修として市発信情報バリアフリー化ガイドラインの研修を行いました。

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

令和元
年度
担当課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

141
公園安全安心対策事
業

○既に整備された都市公園などの総合的な機能保全・向
上を目的とした、子どもや高齢者をはじめ、だれもが安全
で安心して利用できる既設都市公園などの整備を推進し
ます。
・既存の都市公園などにおける都市公園移動等円滑化基
準への適合整備（バリアフリー化）と、老朽化した公園施
設の改築・更新を実施します。

公園のバリア
フリー化件数

5カ年で
25箇所

3箇所

3箇所の公園において、都市公園にお
ける公園移動等円滑化基準への適合
整備（バリアフリー化）と施設の改築・
更新を実施しました。

バリアフリー化は、予算額が要望より
も少なかったため、計画通りの整備が
難しい状況でした。改築・更新は、国
費の配当が要望額より少なかったた
め、来年度に見送りとなった公園があ
りました。

環
境
部
・
公
園
み
ど
り
推

進
課

142
ノンステップバス導入
の推進

○だれもが安全で便利に移動できる、ノンステップバスの
導入を促進し、バス移動の利便性向上や利用促進を図り
ます。

導入率 - 61.9%

バス事業者との協議により、市内を走
行するバス車両のうち、新たに購入す
る車両をノンステップバスとし、利便性
向上および利用促進を図りました。

「移動円滑化の促進に関する基本方
針」が示す導入率の努力目標「平成32
年度末までに70％」に向けて、バス事
業者との取り組みが必要です。

都
市
基
盤
部
・
交
通
政
策

課

143
介護保険住宅改修費
支給

○介護が必要な状態になったときに、自宅で自立した生
活ができるよう住宅環境を整えます。
・介護認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差解
消などの住宅改修を行う際に、事前申請によって利用額
（限度額20万円）の９割、8割または7割を支給します。

①介護予防
住宅改修費
②居宅介護
住宅改修費

－
①64,400千円
②47,355千円

被保険者の要介護状態又は要支援状
態に関し必要な保険給付を行いまし
た。

個々の被保険者の状態に応じ、必要
な改修に対して支給するため、申請内
容等が多様で複雑であり、受付及びそ
の審査に伴う負担が大きいです。

健
康
医
療
部
・
保
険
給
付

課

144 住宅改造助成

○身体障害のある人の自立と福祉の増進を図るため、日
常生活の基盤となる住宅の改造を促進し、生活の利便性
を図ります。
・便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室などの改造
に要する経費の助成を行います。

助成件数 24件 1件

申請の受付を行いました。
また、障害者福祉の手引き、市ホーム
ページ等を通じ、制度周知を行いまし
た。

障害のある人が生活しやすい住宅に
なり、障害のある人自身の自立や家
族の介護負担軽減、生活の利便性向
上に貢献しました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

145 市営住宅施設管理

○安心・安全な居住空間を維持するため、市営住宅施設
の適切な維持管理、居住性が低下した住宅の改修や補
修により、ユニバーサルデザインやバリアフリー化の推進
などを図ります。

バリアフリー
改修（手すり
の設置、段差
の解消）を
行った住戸数

－ 38戸

市営住宅の適切な維持管理、居住性
が低下した住宅の改修や補修により、
ユニバーサルデザインやバリアフリー
化の推進を図りました。

課題は、築年数が経過している階段
室型の住宅が多いことです。
市営住宅の躯体にかかる維持修繕に
ついては、予算の範囲内で緊急性の
高い工事から順次行っている状況で
す。

都
市
計
画
推
進
部
・
住
宅

課

146
シルバーハウジング
生活援助員派遣事業

○障害のある人が自立して安全かつ快適な生活を営むこ
とができるよう、在宅支援サービスが整った住居を提供し
ます。
○シルバーハウジング（高齢者向け公営住宅）に居住する
障害のある人に対し､生活援助員などによるサービスを提
供します。
・生活援助員をシルバーハウジングに派遣し、安否の確
認、生活相談、生活関連情報の提供を行います。
・緊急の場合、入居者が緊急通報装置のボタンを押せ
ば、生活援助員が受信し、応急の対応や関係機関への連
絡などを行います。生活援助員が不在時及び夜間は、警
備会社が受信し関係機関へ連絡します（24時間体制）。

世帯数 － 35世帯

・在宅支援サービスが整った住居を提
供し、障害のある人が自立して安全か
つ快適な生活を営む環境を整備しまし
た。

・住宅課指定管理者との連絡や調整
が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

147
市ホームページを活
用した情報提供

○障害の有無にかかわらず、閲覧しやすいものとします。
○障害福祉にかかる情報を一覧化しやすいよう工夫しま
す。
○市施設のバリアフリー情報を掲載します。

- - ―

・主要な会議の議事概要について、障
害のある人にも分かりやすいようPDF
だけでなく、HTML形式で掲載するなど
環境依存文字を使用しないようにしま
した。

・障害福祉に関する情報を掲載する
際、閲覧者が簡単に知りたい情報を
入手できるよう配慮する必要がありま
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

147
市ホームページを活
用した情報提供

○障害の有無にかかわらず、閲覧しやすいものとします。
○障害福祉にかかる情報を一覧化しやすいよう工夫しま
す。
○市施設のバリアフリー情報を掲載します。

- - -
市公式ホームページをアクセシビリ
ティに留意して運用しました。

「みんなの公共サイト運用ガイドライン
（2016年版）」に基づき、市公式ホーム
ページだけでなくすべてのウェブコンテ
ンツにおいてアクセシビリティの取組
みがより求められます。

都
市
経
営
部
・
広
報
戦
略

課

148
点字・声の広報等発
行事業

○文字による情報入手が困難な障害のある人のために、
点訳・音訳その他障害のある人にわかりやすい方法によ
り、行政情報・地域生活をするうえで必要な情報を定期的
に発行します。
・「点字広報」、「声の広報」の
作成
・点字・声（音訳）の図書の
作成
・点字・声の図書の選定
・その他、行政情報・生活情報の点訳・音訳化

①点字・声の
広報発行数
②点字・声の
図書発行数

①120部
②55タイト
ル

①90部
②55タイトル

点字・声（音声）の広報及び図書の発
行は、視覚障害のある人の自立支援・
社会参加のための情報保障として必
要不可欠なものであり、利用者に活用
されました。

図書館と連携することで、作成した点
訳本、声の図書などが、多くの人に提
供、活用されました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

149
市発信情報バリアフ
リー化ガイドラインの
運用

○平成29年（2017年）に策定した『市発信情報バリアフ
リー化ガイドライン』について、庁内に周知するとともに運
用を図ります。

市発信情報バ
リアフリー化
ガイドラインの
策定

市発信情
報バリアフ
リー化ガイ
ドラインの
策定

―

・各部局の施策実施における障害の
ある人への配慮の推進について、周
知しました。
・人権研修や市委託事業者向け研修
において、市発信情報バリアフリー化
ガイドラインについての研修を行いま
した。

・周知が進んでおらず、運用が庁内全
体に行き渡っていないところが課題で
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

（４）地域福祉の充実・生活安全対策

令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

150
地域福祉ネットワーク
会議

○要援護者の早期発見から支援につなげるライフセーフ
ティネットの構築を図ることを目的とします。
○７つの生活圏域ごとに開催している地域福祉ネットワー
ク会議は、地域住民や事業者、行政が参加しコミュニティ
ソーシャルワーカーがキャッチした新たな地域課題の共有
や検討を行うことで地域ぐるみで課題意識を高めていま
す。
○また、福祉なんでも相談窓口のバックアップやライフ
セーフティネット総合調整会議に情報提供を行うなど地域
福祉を推進する中核的役割を担っています。

参加者数 1,120人 942人

民生委員、校区福祉委員と高齢・こど
も・障害の各分野の事業者が一堂に
会し、顔の見える関係を築くことができ
ました。

・地域のことを地域で考える意識の醸
成が課題です。

福
祉
部
・
地
域
共
生
課

151 福祉なんでも相談

○小学校区単位に地域の身近な相談窓口として設置し、
市の研修を修了した校区福祉委員や民生・児童委員が相
談員として対応しています。窓口で解決が難しい相談はコ
ミュニティソーシャルワーカーが一緒に相談に応じていま
す。

設置個所数 38か所 38か所
介護予防体操等と併せて実施すること
により、気軽に立ち寄れる窓口となる
よう取り組みました。

・未設置校区において活動拠点を設
置する必要があります。
・相談窓口活性化に向けた手法の検
討が必要です。

福
祉
部
・
地
域
共

生
課

152
安否確認ホットライン
連絡窓口

○孤独死や孤立死の防止に向けてセーフティネットの充
実をめざし、情報の適切な把握や事例の早期発見・早期
援助、二次被害などを未然に防止することを目的としま
す。
○地域住民や団体から、ひとり暮らし高齢者や障害のあ
る人などの安否確認を要する連絡が入った際に、庁内横
断的な対応により安否確認を行います。

通報件数 － 86件
事業者等からの通報も増え、市民に
窓口が浸透してきました。

・より多くの気づきを安否確認に活か
すため、安否確認ホットラインの仕組
みの周知が必要です。

福
祉
部
・
地
域
共
生

課

153
認知症高齢者・障害
者徘徊ＳＯＳメール

○徘徊の危険性のある人を早期に発見し、安全を確保し
ます。
○捜索に協力してもらえる人を名簿に登録し、徘徊者の捜
索願が出た際に徘徊者の特徴などを名簿登録者にメール
送信します。

障害福祉課情
報発信件数

－ ―

・障害福祉課から1件情報発信をし、
無事発見に至りました。
・豊中市徘徊SOSメールプロジェクト会
議にて模擬訓練を実施しました。

・制度のさらなる周知が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

153
認知症高齢者・障害
者徘徊ＳＯＳメール

○徘徊の危険性のある人を早期に発見し、安全を確保し
ます。
○捜索に協力してもらえる人を名簿に登録し、徘徊者の捜
索願が出た際に徘徊者の特徴などを名簿登録者にメール
送信します。

協力者数 1,600人 2,701人

・全市一斉模擬訓練を行ってPRしたこ
とにより、認知度が高まりました。地域
ぐるみで認知症高齢者・障害者とその
家族を支える機運を醸成するツールと
しても有効でした。

・時間外や休日の対応ができないなど
の課題はありますが、事前登録が不
要で無料で利用できるサービスとして
一定有用です。

福
祉
部
・
地
域
共
生

課

154
緊急通報システム事
業

○緊急通報装置を活用し、ひとり暮らしの重度身体障害
のある人の緊急事態に対応することにより、生活の不安
の軽減を図るとともに、協力員をはじめとする地域住民の
理解と協力のもと、在宅福祉を促進します。

設置台数 － 23件 事業の普及に取り組みました。

緊急通報装置を活用し、ひとり暮らし
の重度身体障害者の緊急事態に対応
することにより、生活の不安の軽減を
図るとともに、協力員をはじめとする地
域住民の理解と協力のもと、在宅福祉
を増進しました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

155
ひと声ふれあい収集
事業

○高齢者及び障害のある人の在宅生活を支援するため、
ごみ集積場所まで持ち出せない世帯の戸別収集を行い、
合わせてひと声をかけることで安否の確認も行います。

ひと声ふれあ
い収集実績件
数

－ 427世帯
新規介護事業所への制度周知を行い
ました。

利用者増加による体制のあり方等に
ついて検討が必要です。

環
境
部
・
家
庭
ご
み

事
業
課

基本方針 　障害のある人をはじめとするすべての人が安心して快適に暮らせるよう、住宅や公共施設、道路、公共交通機関等の環境整備を進めます。

中分類に
おける課題

近年、災害が多く発生していることから、地域の関係者に防災福祉ささえあいづくり推進事業の取り組み内容を周知し、理解を共有することが必要です。

今後の取組
自力避難が困難な避難行動要支援者へさらなる制度周知を行うため、様々な広報媒体を活用し事業周知に努めるとともに、地域団体等の関係者へ普及
活動を行います。

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度
令和元
年度
担当課

令和元年度の
特徴的な取組

避難支援等関係者に提供する避難行動要支援者名簿の差替えの回数を年1回から年2回に変更しました。
災害時に自力避難が困難な避難行動要支援者4,196名に対し、個人情報の外部提供に関する意思確認を実施し、46.6％の回答を得て、同意者のみを
掲載した避難行動要支援者名簿を地域に提供することができました。
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

156
安全なまちづくりの推
進

○地域の安全は地域で守るという意識を醸成し、市民が
安心・安全に暮らせることができる社会を実現するための
活動支援を行います。

青色回転灯パ
トロールカー
活動団体数

11団体 9団体

「安心、安全なまち豊中」をめざし、
市、警察、事業者、市民及び地域ボラ
ンティアなどの関係機関・団体が連携
を強化し、定期的に情報交換を行うこ
とで、地域に根差した積極的かつ総合
的な防犯活動が継続実施できました。
環境部による青色回転灯パトロール
カーの見守り活動も軌道に乗り、行政
と地域の共同による見守り体制の強
化ができました。

地域における青色回転灯パトロール
カーの活動実施者の高齢化

危
機
管
理
課

157 防犯協議会の支援

○犯罪のない明るい社会の実現をめざし、市民の防犯意
識の高揚、防犯施策の研究・実施を行うなど、民間防犯の
発展に貢献している団体の事業実施を推進し、支援する
ことを目的とします。

防犯委員数 － 2,342名

防犯協議会への補助を継続的に実施
し、市・警察・市民が一体となって、地
道な見守り活動や周知活動を継続的
に行うことで、地域防犯活動への参加
者の拡充や活動の多様化が進むなど
一定の成果が得られました。

地域の防犯活動実施者の高齢化

危
機
管
理
課

158 危機管理対応の充実

○あらゆる危機事態に備え、統一的な組織体制のあり
方、全庁的な対応方針の基本ルールなど、市における危
機管理の基本的な枠組みを示し、危機管理対策にかかる
総合的な推進を図ることを目的とします。

危機管理対策
推進会議開催

1回 1回

危機管理対策推進会議において、南
海トラフ地震防災対策推進計画の改
正に伴う豊中市地域防災計画（暫定
版）の運用及び災害モード宣言発令時
の対応について確認を行いました。
全庁的に、課単位の業務継続計画を
更新しました。

災害対応力の強化に向けた取組みが
着実に進んでいます。

危
機
管
理
課

159 水害対策の充実
○災害情報や避難勧告の伝達体制の検討、浸水ハザー
ドマップの周知など避難勧告が行われた場合、市民が迅
速かつ適切な避難が行えるよう体制を整えます。

風水害対策に
関する出前講
座の数

5回 3回

台風や局地的集中豪雨に備え、出前
講座、防災アドバイザーの派遣、浸水
ハザードマップなどにより水害に関す
る啓発活動を積極的に実施しました。
また、避難勧告等の判断・伝達マニュ
アルの改正、緊急速報メールの送信
や防災サイレンの吹鳴試験を実施し、
情報伝達手段の周知を図るとともに、
緊急時に迅速に対応できるよう情報伝
達体制や手順の再確認を行いました。

全庁的な風水害対応の整理

危
機
管
理
課

160 防災訓練

○広域訓練や全庁的・部局ごとでの各種訓練・研修を継
続的に行い、地域防災計画に基づく災害対応業務の習熟
や連携体制の強化を図り、各種災害や危機事象に対する
全庁的な対応能力の向上をめざします。

各種庁内訓
練・研修の企
画・実施

10回 3回

大阪府・豊能地域3市2町合同防災訓
練を実施しました。
新規採用職員及び新任課長級を対象
に研修を行いました。
帰宅困難者体験訓練を事業者と共同
で実施しました。

各部局における災害対応業務分担に
応じた訓練の実施が必要です。

危
機
管
理
課

161
自主防災活動の充
実・強化

○防災に関する講座やセミナー、パネル展示、広報誌な
どの啓発事業を通じて市民の防災意識を向上させ、活動
を活発にし、地域での連携力や結束力を高め災害時にお
ける被害を軽減するための活動の推進、支援を行いま
す。
○自主防災組織の育成に努め、地域の災害対応力の充
実・強化を支援します。また、地域の自主防災リーダーな
どの人材育成のため、「防災まちづくり講座」を実施するほ
か、自主防災活動の環境整備を行います。

自主防災組織
の組織率

80% 87%

校区内の諸団体連携による防災体制
が構築され、訓練や各種イベントでの
啓発活動により、防災意識の向上が
図られました。また、1校区で校区単位
の自主防災組織が結成されました。
16団体の校区自主防災組織を集めた
連絡会議でクロスロードゲームを実施
しました。

・セミナーや訓練参加者の固定
・防災活動内容のマンネリ化

危
機
管
理
課

162
備蓄物資整備・管理
事業

○災害発生時に、市域内の被災者を対象に食料や救援
物資などを迅速に支給するため、計画的に備蓄を行いま
す。
○また救援物資を保管する備蓄倉庫は、熊野田公園内に
ある中央防災倉庫を除いて小学校の余裕教室を利用して
いますが、児童の増加や耐震化による建て替え、補強工
事などにより、配置場所の変更などが必要となることか
ら、備蓄物の点検、廃棄を含めた備蓄倉庫の配置計画を
作成し、計画的に食料や生活必需品などの備蓄を行いま
す。

- - -

備蓄物資の適正管理を行うとともに、
計画的に入替を実施しました。また、
地域防災計画の改正に伴い、備蓄計
画を見直しました。

備蓄物資の保管スペースの確保

危
機
管
理
課

163
防災・福祉ささえあい
づくり推進事業

○防災・福祉ささえあいづくり推進事業について、事業の
普及啓発に努め、災害時に自力避難が困難な避難行動
要支援者に対し行う個人情報の外部提供に関する意思確
認の回答促進を図ります。
○また、平常時から避難行動要支援者名簿を提供する民
生・児童委員や校区福祉委員等を中心とする避難支援等
関係者との連携を密にし、災害時に避難行動要支援者へ
スムーズな避難支援等が行えるよう各校区ごとの避難支
援体制の構築に努めます。

登録者数 - -

各校区において避難支援等関係者が
実施する図上訓練及び実地訓練に参
加し、避難支援体制の構築を支援しま
した。避難行動要支援者名簿管理シ
ステムの安定稼働のため、保守事業
者と連携しながら運用に則した軽微な
修正を行いました。

・避難支援関係者に対する事業の周
知
・避難支援体制の構築支援
・システム操作の習熟

危
機
管
理
課

163
防災・福祉ささえあい
づくり推進事業

○防災・福祉ささえあいづくり推進事業について、事業の
普及啓発に努め、災害時に自力避難が困難な避難行動
要支援者に対し行う個人情報の外部提供に関する意思確
認の回答促進を図ります。
○また、平常時から避難行動要支援者名簿を提供する民
生・児童委員や校区福祉委員等を中心とする避難支援等
関係者との連携を密にし、災害時に避難行動要支援者へ
スムーズな避難支援等が行えるよう各校区ごとの避難支
援体制の構築に努めます。

－ － -

・避難行動要支援者の最新の情報を
名簿管理者へ提供するため、避難行
動要支援者名簿の差替えの回数を年
1回から年2回に変更しました。
・一斉改選後に民生・児童委員に事業
について周知を行いました。

民生委員、校区福祉委員等、地域の
関係者に避難行動要支援者への取り
組み内容を周知し、理解を共有するこ
とが必要です。

福
祉
部
・
地
域
共
生
課

163
防災・福祉ささえあい
づくり推進事業

○防災・福祉ささえあいづくり推進事業について、事業の
普及啓発に努め、災害時に自力避難が困難な避難行動
要支援者に対し行う個人情報の外部提供に関する意思確
認の回答促進を図ります。
○また、平常時から避難行動要支援者名簿を提供する民
生・児童委員や校区福祉委員等を中心とする避難支援等
関係者との連携を密にし、災害時に避難行動要支援者へ
スムーズな避難支援等が行えるよう各校区ごとの避難支
援体制の構築に努めます。

－ － ＿

・「避難行動要支援者名簿」について、
関係課とともに名簿作成を行い、地域
に提供することで災害時の体制整備
に努めました。

・新規対象者に送付する、同意書兼申
請書の準備の際に、トラブルがあり時
間を要しました。スムーズに行えるよう
に事前に調整をする必要があります。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

163
防災・福祉ささえあい
づくり推進事業

○防災・福祉ささえあいづくり推進事業について、事業の
普及啓発に努め、災害時に自力避難が困難な避難行動
要支援者に対し行う個人情報の外部提供に関する意思確
認の回答促進を図ります。
○また、平常時から避難行動要支援者名簿を提供する民
生・児童委員や校区福祉委員等を中心とする避難支援等
関係者との連携を密にし、災害時に避難行動要支援者へ
スムーズな避難支援等が行えるよう各校区ごとの避難支
援体制の構築に努めます。

－ －
46.6%／回答
率

災害時に自力避難が困難な避難行動
要支援者4,196名に対し、個人情報の
外部提供に関する意思確認を実施し、
1,957名に回答を得て、同意者のみを
掲載した避難行動要支援者名簿を地
域に提供する事ができました。その
他、避難行動要支援者支援名簿シス
テム構築に向けた検討会議に出席し、
災害時の体制整備に努めました。

近年、災害が多く発生していることか
ら、対象要件に該当しない自力避難が
困難な避難行動要支援者へさらなる
制度周知を行い、当該事業に結び付
ける事が必要です。

福
祉
部
・
長
寿
安
心
課

164
避難所の
開設・運営

○災害発生時の円滑かつ迅速な避難所開設を目的とし、
避難所開設要員の訓練、避難所運営についての協力体
制の確立、地域で行う避難所運営訓練を支援します。
○援護を必要とし、避難所での生活が困難な高齢者や障
害のある人、主たる介護者（家族など）を受け入れる二次
的避難所の確保や体制の確立に努めます。

避難所開設要
員の訓練実施
回数

1回 1回

災害発生時における拠点避難所の開
設に関する実効性を高めるため、避難
所開設訓練を実施し、避難所開設業
務に関する知識習得と作業フローの
確認を行いました。また、地域住民が
主体となったボランティアでの避難所
開設・運営をめざし、避難所関連の訓
練実施やワークショップの実施を支援
しました。

・避難所開設要員のスキルアップ
・地域における避難所開設・運営に関
する取組み格差
・初動期における避難所体制及び対
応の整理

危
機
管
理
課

164
避難所の
開設・運営

○災害発生時の円滑かつ迅速な避難所開設を目的とし、
避難所開設要員の訓練、避難所運営についての協力体
制の確立、地域で行う避難所運営訓練を支援します。
○援護を必要とし、避難所での生活が困難な高齢者や障
害のある人、主たる介護者（家族など）を受け入れる二次
的避難所の確保や体制の確立に努めます。

避難所開設要
員の訓練実施
回数

1回 ＿

・地域で行う避難訓練に参加し、災害
発生時に障害のある人と支援者が円
滑に避難できるよう体制の確立に努め
ました。

・発災時の要援護者の避難における
行動の流れと問題点を具体的に想定
することが必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉

課

164
避難所の
開設・運営

○災害発生時の円滑かつ迅速な避難所開設を目的とし、
避難所開設要員の訓練、避難所運営についての協力体
制の確立、地域で行う避難所運営訓練を支援します。
○援護を必要とし、避難所での生活が困難な高齢者や障
害のある人、主たる介護者（家族など）を受け入れる二次
的避難所の確保や体制の確立に努めます。

避難所開設要
員の訓練実施
回数

1回 ０回

福祉避難所として指定している施設で
の開設訓練等は実施出来ませんでし
た。福祉避難所として指定のある「介
護予防センター」において、発災時に
要配慮者の円滑な受入れが出来るよ
う、運営法人と覚書を交わすなどし、
体制整備を行いました。

災害を想定した福祉避難所での訓練
の実施や、大規模災害時に被災者を
受け入れる福祉避難所の確保などが
課題です。

福
祉
部
・
長
寿
安
心

課

164
避難所の
開設・運営

○災害発生時の円滑かつ迅速な避難所開設を目的とし、
避難所開設要員の訓練、避難所運営についての協力体
制の確立、地域で行う避難所運営訓練を支援します。
○援護を必要とし、避難所での生活が困難な高齢者や障
害のある人、主たる介護者（家族など）を受け入れる二次
的避難所の確保や体制の確立に努めます。

避難所開設要
員の訓練実施
回数

1回 -
発災時の要援護者に対する支援体制
について、庁内関係課及び関係機関
とともに検討をすすめました。

発災時の要援護者の避難における行
動の流れと問題点を具体的に想定す
ることが必要です。

福
祉
部
・
長
寿
社
会

政
策
課

165
消防一声訪問（警防
課）

○地域に密着した消防業務として、災害時要支援者を対
象に、定期的に一声訪問を実施し、災害時における迅速
な避難と救出体制の強化を図ります。

実施率 100% 100%

一声訪問の対象となる方のお宅を訪
問し、入室せず屋外で避難方法等の
把握や日常の防火指導を実施し、災
害時要支援者対策の強化を図り、合
わせて、住宅用火災警報器や消火器
に関する悪質訪問販売への注意喚起
を行いました。

一声訪問実施時に避難方法等の把握
や日常の防火指導により、災害時要
支援者対策の強化が図られ、また、合
わせて、住宅用火災警報器や消火器
に関する悪質訪問販売への注意喚起
を行いました。

消
防
局
・
警
防
課

計画の推進体制と進行管理

中分類に
おける課題

計画の進行、達成状況についてわかりやすく市民に周知する必要があります。
市民意識調査等の結果を計画に反映させる必要があります。

今後の取組
第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画を策定します。
医療的ケア児の実態把握のためのアンケートを実施し、支援の見える化を進めます。
「豊中市手話言語アクションプラン」に基づき、手話への理解及び普及に向けた事業を推進します。

基本方針

（計画の進行管理）
　各施策や事業の実施状況について年度ごとに点検・評価を行い、その結果を障害者団体や各種団体の代表、保健・医療・福祉関係者、行政関係者等
で構成される「豊中市障害者施策推進協議会」及び「豊中市障害者自立支援協議会」へ報告するとともに、多様な媒体を通じて広く市民に周知します。
　また、幅広い市民意見の把握に努め、施策・事業の一層の推進や計画の見直し、次期計画や第４期豊中市障害福祉計画の策定等に適宜反映していき
ます。
（推進体制の充実）
　「豊中市障害者施策推進本部」を中心として、庁内関係各課による情報共有や意見交換等、連携・調整の強化を図り、障害者施策の課題の解決に向け
て総合的・効果的な取組を推進していきます。
　また、国や大阪府との連携をより一層強化するとともに、障害のある人やその家族、関係団体、地域住民、相談支援及び障害福祉サービス事業者、企
業・事業者、本市等の役割を明確にしながら、相互の連携強化を図り、地域社会全体での生活支援体制の確立を図ります。

令和元年度の
特徴的な取組

第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の策定に向けた市民意識調査を実施しました。
「豊中市手話言語アクションプラン」を策定しました。
障害児通所支援事業者連絡会の設立へ向け事業者を中心とした検討会を実施しました。
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

166

障害者長期計画・障
害福祉計画・障害児
福祉計画の策定と進
行管理

○多分野にわたる障害のある人のための施策を総合的
かつ計画的に進めます。

計画策定に向
けた市民意識
調査で「ライフ
スタイルに応
じた生活がで
きる」を選択し
た障害のある
人の割合

55% 63%

・第6期障害福祉計画の策定に向けた
市民意識調査を実施しました。
・第五次障害者長期計画について、平
成30年度の実績及びその事業の課題
についてとりまとめ、実施状況報告書
を作成しました。
・豊中市手話言語アクションプランを策
定しました。

・計画の進行、達成状況についてわか
りやすく市民に周知する必要がありま
す。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

166

障害者長期計画・障
害福祉計画・障害児
福祉計画の策定と進
行管理

○多分野にわたる障害のある人のための施策を総合的
かつ計画的に進めます。

計画策定に向
けた市民意識
調査で「ライフ
スタイルに応
じた生活がで
きる」を選択し
た障害のある
人の割合

55% 72%

平成31年4月に児童発達支援センター
を開設しました。
医療的ケア児支援連絡会を設立し、
支援者間の連携に関する仕組みづくり
を行いました。
障害児通所支援事業者連絡会の設立
へ向け事業者を中心とした検討会を
実施しました。
保育士等就学前施設の支援者に加え
小中学校教員等へ対象を拡大し支援
者研修を実施しました。
第２期障害児福祉計画の策定に向け
た市民意識調査を実施しました。

医療的ケア児アンケート調査の結果を
第２期障害児福祉計画へ反映させる
必要があります。

こ
ど
も
未
来
部
・
こ
ど
も
相
談
課

167
障害者施策推進協議
会

○豊中市における障害のある人に関する施策の総合的か
つ計画的な推進について、市民や関係機関・団体の代表
など各委員との相互の連絡調整を図るとともに、必要な事
項を調査審議し、障害者福祉の向上を図ります。

開催回数 － 3回

・第6期障害福祉計画・第2期障害児福
祉計画の策定に向けた市民意識調査
や各計画の進行管理、手話言語アク
ションプランの策定等について審議し
ました。

豊中市における障害者に関する施策
の総合的かつ計画的な推進につい
て、関係行政機関相互の連絡調整を
図ることができました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

168
障害者福祉施設整備
補助事業者候補選定
部会

○豊中市障害者長期計画及び豊中市障害福祉計画に基
づき整備する障害者福祉施設について、公募による公正
公平な事業者候補を選定する機関として設置するもので
あり、事業者候補の募集要領、事業者候補の選定に係る
審査項目及び審査基準、事業者候補の審査及び選定等
について審議します。

開催回数 － 3回

・事業者候補の募集要領、事業者候
補の選定に係る審査項目及び審査基
準、事業者候補の審査及び選定等に
ついて審議しました。

・募集要項等については、適宜状況に
応じ見直しが必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

169
障害福祉センター検
討部会

○障害福祉センターひまわりの事業内容の充実と円滑な
運営を実施するため、必要な事項を協議します。

開催回数 3回 １回

障害者団体の代表である委員に対
し、前年度の実施事業の事業内容と
参加者実績などの報告を行いました。
第2案件として、前年度の改修にかか
る各種対応について報告をしました。
改修工事後の市民の方のご指摘や追
加工事について説明をしました。

障害のある人が安心安全に、ひまわり
を利用いただくための大切な意見を聴
くことができました。変更ができるとこ
ろについては、追加工事を実施しまし
た。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

170
市職員対応要領検討
部会

○「障害を理由とする差別の解消の推進に関する豊中市
職員対応要領」の内容について審議します。

開催回数 － -
・令和元年度において、市職員対応要
領検討部会は実施しませんでした。

・市職員に対しては、新規採用職員や
係長級昇格前の対象者や人権研修を
通じて周知していますが、全庁的に啓
発・周知していく仕組みが課題です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

171
障害者施策推進連絡
会議

○障害者長期計画に関し豊中市における連絡調整を図
り、同計画を統合的かつ効果的に実施する庁内体制を整
えます。
・健康福祉部長を委員長とし、事業に関わる部長を委員と
する連絡会議と、関係課長から成る幹事会等にて、連絡
調整を図ります。

開催回数 － 1回
・障害者長期計画の進行管理、手話
言語アクションプランの策定について
審議しました。

・豊中市における障害のある人に関す
る施策の総合的かつ計画的な推進に
ついて、庁内での連絡調整を図ること
ができました。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課

172
障害者自立支援協議
会

○障害のある人の地域生活に関係する機関などが、定期
的な協議と相互連携により、地域における相談支援事業
をはじめとする障害のある人の地域生活支援システムの
整備を図ります。
・地域における障害福祉関係
者による連携及び支援の体制に関する協議検討を行うた
めの会議として、障害者自立支援協議会を設置し、相談
支援事業をはじめとする障害のある人の地域生活支援シ
ステムの整備を図ります。

本体会議開催
回数

4回 4回

地域における障害福祉関係者による
連携及び支援の体制に関する協議検
討を行うための会議として、障害者自
立支援協議会を設置し、相談支援事
業をはじめとする障害のある人の地域
生活支援システムを整備し、障害のあ
る人の福祉の向上を図りました。

課題抽出から議論まで、スピーディー
な対応が課題です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
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令和5年度
（計画

最終年度）

数値目標 達成状況 取組み内容（具体的に） 評価・課題

令和元
年度
担当課

№ 事業名 事業の目的及び内容 指標

令和元年度

173
事業所連絡会設置／
運営

○事業所間の連携や情報交換などを行うネットワークづく
りを目的とし、研修やグループワークを行います。

①障害者居宅
介護・移動支
援事業者連絡
会実施回数
②障害児者日
中活動事業者
連絡会実施回
数
③障害者グ
ループホーム
事業者連絡会
実施回数
④相談支援
ネットワークえ
ん実施回数

①3回
②3回
③6回
④12回

①3回
②3回
③6回
④４回

研修やグループワークを通じて、相互
の連携を促進するとともにサービスの
質の向上を図ることができました。ま
た、各連絡会であがった課題等につい
て、自立支援協議会に報告しました。

事業ごとの課題の集約について、検
討が必要です。

福
祉
部
・
障
害
福
祉
課
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障害福祉計画における見込量と利用実績の比較 

第5期福祉計画における障害福祉サービスの見込量と利用実績の比較（月平均） 

サービス 
平成30年度 

(2018年度) 

令和元年度 

(2019年度) 

令和2年度 

(2020年度) 

居宅介護 
見込量 32,435時間 33,559時間 34,695時間 

実 績 30,852時間 31,741時間 時間 

重度訪問介護 
見込量 19,698時間 20,316時間 21,009時間 

実 績 21,050時間 21,020時間 時間 

行動援護 
見込量 935時間 1,091時間 1,239時間 

実 績 750時間 830時間 時間 

同行援護 
見込量 4,489時間 4,672時間 4,889時間 

実 績 4,108時間 3,945時間 時間 

短期入所 
見込量 2,286人日 2,674人日 3,093人日 

実 績 2,118人日 2,237人日 人日 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護 
見込量 20,059人日 20,690人日 21,331人日 

実 績 19,283人日 19,838人日 人日 

療養介護 
見込量 52人 53人 54人 

実 績 55人 51人 人 

自立訓練（機

能訓練・生活

訓練） 

見込量 786人日 899人日 1,033人日 

実 績 505人日 523人日 人日 

就労移行支援 
見込量 2,929人日 3,257人日 3,604人日 

実 績 2,829人日 2,823人日 人日 

就労継続支援

（Ａ型） 

見込量 4,440人日 4,440人日 4,440人日 

実 績 4,524人日 4,619人日 人日 

就労継続支援

（Ｂ型） 

見込量 6,832人日 7,106人日 7,424人日 

実 績 6,800人日 7,471人日 人日 

就労定着支援 
見込量 63人 108人 131人 

実 績 27人 66人 人 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

共同生活援助 

(グループホーム) 

見込量 296人 323人 350人 

実 績 329人 344人 人 

施設入所支援 
見込量 232人 232人 231人 

実 績 232人 232人 人 

自立生活援助 
見込量 11人 11人 11人 

実 績 1人 3人 人 

計画相談支援 
見込量 367人 400人 435人 

実 績 394人 413人 人 

地域移行支援 
見込量 4人 4人 4人 

実 績 2人 0人 人 

地域定着支援 
見込量 7人 7人 7人 

実 績 4人 0人 人 

資 料 
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地域生活支援事業の利用実績（年間） 

事業名 
平成30年度 

(2018年度) 

令和元年度 

(2019年度) 

令和2年度 

(2020年度) 

理解促進研修・啓発事業 実施有 実施有 実施有 

自発的活動促進事業 実施有 実施有 実施有 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 
見込量 9か所 9か所 9か所 

実 績 9か所 9か所 か所 

基幹相談支援センター 
見込量 設置 設置 設置 

実 績 設置 設置  

基幹相談支援センター等

機能強化事業 

見込量 実施有 実施有 実施有 

実 績 実施有 実施有  

住宅入居等支援事業 
見込量 実施無 実施無 実施有 

実 績 実施無 実施有  

成年後見制度利用支援事業 
見込量 2人 2人 2人 

実 績 0人 1人 人 

成年後見制度法人後見支援事

業 

見込量 実施無 実施無 実施無 

実 績 実施無 実施無  

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

支
援
事
業 

手話通訳者派遣事業 
見込量 401件 417件 434件 

実 績 504件 430件 件 

要約筆記者派遣事業 
見込量 42件 42件 42件 

実 績 15件 20件 件 

手話通訳者設置事業 
見込量 1人 1人 1人 

実 績 2人 2人 人 

手話奉仕員養成研修事業 
見込量 33人 33人 33人 

実 績 28人 44人 人 

日
常
生
活
用
具
等
給
付
事
業 

介護訓練支援用具 
見込量 20件 20件 20件 

実 績 26件 25件 件 

自立生活支援用具 
見込量 104件 104件 104件 

実 績 83件 85件 件 

在宅療養等支援用具 
見込量 85件 85件 85件 

実 績 51件 66件 件 

情報・意思疎通支援用具 
見込量 109件 109件 109件 

実 績 87件 84件 件 

排泄管理支援用具 
見込量 8,752件 8,752件 8,752件 

実 績 7,112件 9,003件 件 

居宅生活動作補助用具 
見込量 4件 4件 4件 

実 績 6件 1件 件 
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事業名 
平成30年度 

(2018年度) 

令和元年度 

(2019年度) 

令和2年度 

(2020年度) 

移
動
支
援
事
業 

 
 

（
利
用
者
数
） 

身体障害者 
見込量 234人 243人 252人 

実 績 220人 217人 人 

知的障害者 
見込量 538人 564人 590人 

実 績 549人 569人 人 

精神障害者 
見込量 196人 212人 229人 

実 績 220人 231人 人 

障 害 児 
見込量 107人 107人 107人 

実 績 97人 86人 人 

合 計 
見込量 1,075人 1,126人 1,178人 

実 績 1,086人 1,103人 人 

移
動
支
援
事
業 

  

（
延
利
用
時
間
） 

身体障害者 
見込量 46,584時間 48,363時間 50,142時間 

実 績 43,043時間 43,917時間 時間 

知的障害者 
見込量 129,015時間 134,274時間 139,443時間 

実 績 130,220時間 133,808時間 時間 

精神障害者 
見込量 37,802時間 41,509時間 45,509時間 

実 績 36,713時間 40,461時間 時間 

障 害 児 
見込量 18,340時間 18,340時間 18,340時間 

実 績 15,717時間 15,743時間 時間 

合 計 
見込量 231,741時間 242,486時間 253,434時間 

実 績 225,693時間 233,929時間 時間 

地域活動

支援セン

ター事業 

基礎的事業・ 

機能強化事業 

（Ⅰ型） 

見込量 2か所 2か所 2か所 

実 績 2か所 2か所 か所 

見込量 238人 266人 294人 

実 績 217人 364人 人 

入浴サー

ビス事業 

訪問入浴サービス 
見込量 1,465人 1,572人 1,679人 

実 績 1,238人 1,398人 人 

施設入浴サービス 
見込量 384人 795人 795人 

実 績 613人 598人 人 

日中一時支援事業 
見込量 3,122人 3,122人 3,122人 

実 績 704人 3,454人 人 

障害児（者）地域療育支援事

業 

見込量 1か所 1か所 1か所 

実 績 1か所 1か所 か所 

社会参加

促進事業 
各種講座 

見込量 4,800人 5,014人 5,228人 

実 績 1,442人 3,454人 人 
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